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    午前10時00分   開議   

○委員長（桑田鉄男君）  おはようございます。ただ

いまから本日の予算特別委員会を開きます。 

 委員各位にお願いいたします。質疑の際には、記載

されているページと項目を示し、簡潔にお願いいたし

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第１号 平成22年度久慈市一般会計予算   

○委員長（桑田鉄男君）  それでは、議案第１号「平

成22年度久慈市一般会計予算」の審議を継続します。 

 まず、昨日の審査において、一般会計予算、歳出４

款で小野寺委員から確認を求められている件について

答弁を求めます。野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  昨日の予算特別委員

会で小野寺委員からご指摘がございました、過般開催

の教育民生委員会における議案第24号「岩手北部広域

環境組合の設置の協議に関し議決を求めることについ

て」、小野寺委員の質問に対し担当課長から質問内容

を勘違いし、「現計画ではすべて補助対象と考えてい

るところでございます」とご答弁申し上げたところで

ありましたが、これにより概算事業費全体が交付金対

象の事業となるとの誤解を招いたところであります。 

 正しくは、全事業の概算事業費には、交付金対象外

経費も含まれていることから、交付金対象事業費の３

分の１が交付されるものであります。 

 以上、勘違いにより説明が十分でなかったことを訂

正し、おわびを申し上げます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の問題に関連しますが、私ども、

23日に二戸で協議会の方々から説明を受けた機会があ
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ったんですが、そこでの当議会の議員に対して、この

資料が全く出ていないとは言いませんが、つまびらか

に出ておりませんので、この岩手北部広域環境組合地

域循環型社会形成推進地域計画、この書類と、それか

ら21年６月の中間途中報告、それから21年８月の将来

見通しと施設整備概算事業費について予算委員会中、

きょう本日、予算、きょうで終わりますけども、予算

委員会でご配付願いたいと。 

 もう一点は、先ほど、昨日の答弁の中で、20年、36

億の負担というふうに、そういうふうに言いました。

20年で36億という償還と言いましたが、私どもは15年

という話をしてきたんですが、この20年36億というこ

とについても、あわせて資料を提示していただきたい

ので、一応要請をいたします。 

 二戸市で配付しているものを久慈で配付できないは

ずはない。 

○委員長（桑田鉄男君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  ただいまお話のござ

いました３点の資料につきまして、調整し提出をした

いと思います。ご理解をお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  次に、８款土木費、説明を

求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  ８款土木費１項土

木管理費でありますが、１目土木総務費に2,286万

2,000円を計上いたしました。 

 78ページになります。２項道路橋梁費でありますが、

１目道路橋梁総務費は１億2,744万4,000円を計上。前

年度と比較して3,661万9,000円、22.3％の減でありま

すが、主に橋梁点検事業費の減によるものであります。 

 ２目道路維持費は１億995万8,000円を計上。前年度

と比較して2,006万9,000円、15.4％の減でありますが、

主に除雪機械整備事業費の減によるものであります。 

 ３目道路新設改良費は３億4,645万4,000円を計上。

前年度と比較して２億6,730万5,000円、43.6％の減で

ありますが、主に道路新設改良事業費の減によるもの

であります。 

 80ページになります。道路橋梁費は、合わせて５億

8,385万6,000円を計上いたしました。 

 ３項河川費でありますが、１目河川改良費に2,372

万5,000円を計上。前年度と比較して1,529万9,000円、

181.6％の増でありますが、主に河川改良事業費の増

によるものであります。 

 ４項港湾費でありますが、１目港湾管理費は287万

3,000円を計上。 

 ２目港湾建設費は、港湾改修県営事業負担金500万

円を計上。港湾費は、合わせて787万3,000円を計上い

たしました。 

 ５項都市計画費でありますが、１目都市計画総務費

は5,775万5,000円を計上。前年度と比較して997万

4,000円、20.9％の増でありますが、主に都市計画基

礎調査事業費の増によるものであります。 

 82ページになります。２目街路事業費は４億8,393

万7,000円を計上。前年度と比較して8,083万8,000円、

20.1％の増でありますが、主に街路整備事業費の増に

よるものであります。 

 ３目公共下水道費は５億2,017万3,000円を計上。前

年度と比較して1,797万1,000円、3.6％の増でありま

すが、主に公共下水道事業特別会計繰出金の増による

ものであります。 

 ４目都市下水路費は26万4,000円を計上。 

 ５目公園費は1,462万1,000円を計上。都市計画費は、

合わせて10億7,675万円を計上いたしました。 

 84ページになります。６項住宅費でありますが、１

目住宅管理費は2,002万5,000円を計上。 

 ２目住宅建設費は３億1,557万2,000円を計上。前年

度と比較して１億257万2,000円、48.2％の増でありま

すが、市営住宅整備事業費の増によるものであります。

住宅費は合わせて３億3,559万7,000円を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。八重櫻委

員。 

○八重櫻友夫委員  78ページの道路維持費に関します

が、市道整備について２点お伺いいたします。 

 質問する前に、いずれ３月の工期をめどに、大変工

事用の看板がたくさん立てていただいて今、着工をし

ていただいておりますが、いずれ現場を担当する監督

さんを初め事務のほうも、健康には十分気をつけて工

事のほうを進めていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 では、早速ですが質問させていただきます。 

 １点目は、先般、一般質問の中で関連をいたしまし

たんですが、東立鉱業さんについてお伺いいたします。 

 答弁では、地元の方が会社を買い取って、珪石をこ
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れから採取するという話を聞きました。 

 そこでお伺いいたしますが、この県道久慈岩泉線か

ら市道川代繋線を通じて、珪石の採取する場所に行く

んですが、そこの間に民有地があるかないかをまずひ

とつ確認したいと思います。 

 それから２点目は、その珪石を採取している場所の

下流に大沢田川まで通じる間に農業用のダムが２カ所

ありますが、そこに堆積している土砂等について調査

をお願いしたいと思いますが、その考えがあるかお伺

いしたいと思います。 

 次は２点目になりますが、市道岩瀬張古山線につい

てでございます。この市道は、滝ダムの下を通って古

山のほうに行くところなんですが、延長6.3キロの距

離がありますけれど、この市道を利用して以前は採石

をやっていた業者もありましたんですが、今現在、休

業をしておりますけど、そこに新たに採石をやりたい

という業者があるうわさを聞きますが、それについて

聞いているかお伺いしたいと思います。 

 それから、そのあと二つ目ですが、それに関連して

二つ目ですが、採石場所に隣接している市道があるわ

けですが、大変通行するのに、上のほうの山に行くの

に大変危険な状態でございますが、その道路、まあ市

道になっておりますんで、それを整備する考えがある

のかどうかお伺いしたいと思います。 

 いずれ早急に、市道ですんで整備していただかない

と危険な状態ですので、その考え方をお伺いしたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ２点お尋ね、ご質問いただ

きました。 

 私からは、岩瀬張古山線にかかわってのご質問につ

いてお答えをしたいと思います。 

 まずもって、新たな採石にかかわった、採石の採取

にかかわって新たな業者があるということを聞いてい

るかということでありますが、この件につきましては、

九戸郡軽米町の建設会社が用地を取得して、今後、そ

の採石をまた採取したいということで、今、振興局

等々の関係機関と協議をしているということをお伺い

しているところであります。 

 それから、隣接場所の市道の整備の予定はあるかと

いうことでありますが、この路線につきましては、少

しは沿革をお話しなければならないと思いますので、

若干、お時間をいただきたいと思うんですが、この路

線につきましては、大正９年でありますけれども、岩

瀬張滝線として旧長内村役場時代でありますが、個人

が所有する山林内の道路、これが村道に認定されてご

ざいます。 

 その後、昭和26年当時に岩瀬張古山線として現在の

路線に変更になりました。で、その後、旧久慈市が合

併したときに、新生久慈市になったときに、その道路

敷が民地のままに市道として管理されてきたものであ

ります。 

 なので、この路線の一帯は、ただいま申し上げたよ

うに民地になっているわけでありますが、以前、ここ

で採石を採取していた建築業者が計画途中の中で倒産

という形になったものでありまして、この倒産した建

設会社とは、平成６年に事業を拡大するために、道路

の施工承認申請というものが出ています。この道路の

施工申請というものは、業者でもって新たに道路をつ

くっていくというものでありますけれども、その計画

の中で、事業拡大のために現道のところの砕石をとっ

てしまう。で、切りかえた道路を新たにつくって、そ

の切りかえた道路を市道として返還するというふうな

協定がなされております。そういったことで、市のほ

うとしても、その計画を承認してこれまで来たわけで

すが、事業の途中で中断してしまったというふうな経

過がございます。 

 そういったこと等があって、ここの路線については、

赤線、ちょうど長内川と並行している赤線があるわけ

ですが、そこから山手のほうに入る道路、これが民地

になってございます。 

 そういった観点からいけば、本来、市道として用地

を取得しながら整備をしていかなきゃならない路線で

はあったわけですが、現在、採石をとっている業者も

ありますし、それから、その倒産した業者もあったわ

けですが、この路線を大型車両が、採石を積んだ大型

車両が通行するということで、なかなかそこの道路が

整備できなかった状況にございます。 

 で、新たな今回、取得した業者が、倒産した業者の

計画を踏襲するというふうなお話も伺っております。

そういったことで、今、県のほうともいろいろ協議を

しておりますけれども、私どものほうとしても、当時

の計画が履行されるようにお願いをして交渉を進めて
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いる段階であります。 

 前のような工事の中断によって道路が寸断されたま

まにならないように、法的なことも考えながら、今後、

慎重に相手業者と交渉しながら推移を見守っていきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  亀田農林水産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  東立鉱業の件で、農

業用水の件のご質問でございますけども、秋葉のこの

地区のため池については、私も２度ほど現地確認に参

りました。 

 現況からしますと、そのため池については、特に土

砂が堆積して用水としての使用に支障を来すというふ

うな状況には確認してまいらなかったところでござい

ます。別に支障はないというふうに感じてきたところ

でございますが、今、委員さんおっしゃられましたそ

のダムについては、その場所等、実はまだ確認してご

ざいませんので、管理する土地改良区のほうとも話を

しながら、確認をしてみたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  最後の質問になりま

すが、川代繋線の道路が民有地であるかということで

ございますが、これについては、全部調査しているも

のではございませんので、確実なのはここでは回答で

きない状態でございますが、地区のほうから言われて

いる分でございますが、珪石を運搬している業者が実

質的には砂利敷き等をしながら維持管理をしてもらっ

ておったわけですが、その際に、道路の途中に維持管

理用の砂利をストックしておくとか、それから維持管

理の車両を民有地にとめておくとか、あと若干、道路

が広がっているといった部分等お話をいただいており

ますので、その辺も含めて調査してみたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  八重櫻委員。 

○八重櫻友夫委員  建設部長、ありがとうございまし

た。 

 随分、詳しく説明していただきましたんですが、い

ずれ私は、東立鉱業さんの後に関しては別の業者がや

る。そしてまた、古山線のほうの採石についても別の

業者がやる。これは大変私はいいことだなという思い

であります。 

 そこで一番大事なのは、その２カ所とも最初に手を

つけたところ、そして次の会社が引き継ぐわけですが、

それによって、後から何か復旧してもらいたいとか、

後から手直しをしてもらいたいというときになったと

きに、責任のほうがきちんとなっていればいいなとい

う思いがありますんで、一番それが心配でございます。 

 例えば東立さんであれば、もう東京の方がやってい

たのが、今度、地元の人がやる。そしてまた、今回の

場合は違うほうについては、地元の業者の後に軽米の

業者がやる。まあそれは大変いいことですが、いずれ

責任をきちんととっていただくように対応をお願いし

たいなと思いますんで、そのことについて考え方をお

伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  猪久保産業開発支援担当部

長。 

○産業開発支援担当部長（猪久保健一君）  採石等の

開発の後の処理といいますか、適正処理ついてのご質

問だと承りましたが、鉱山の開発等に関する法律、鉱

山保安法がございますので、経済産業局所管の管轄で

ございますが、こちらのほうで保全義務の規定が法律

によってございます。 

 しかるべく、その保全の義務がなされているかとい

う点については、監督官庁、経済産業局のほうでしっ

かりその辺は対応していくものと考えてございますし、

あわせて東立鉱業さん、新しい経営主体といいますか、

移ったわけでございますけれども、以前から市のほう

の環境保全協定、こちらのほうを東立鉱業さんと結ば

させていただいておりますし、この協定がそのまま新

しい東立鉱業さんにおかれましても、そのまま引き継

がれておるという状況でございますので、そのあたり

におきましても、しっかりと鉱害あるいは環境保全に

関する部分は、しっかり対応できるのではないかとい

うふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  私のほうから道路の関係で

お話を申し上げたいと思いますが、いずれ、先ほども

申し上げましたとおり、今後、新たな建設業者から道

路施工の変更承認、こういったもの等が出てまいりま

す。 

 そういった際に、道路の機能、これらが担保できる

ような確約書なり、あるいは事業が中断した場合の法
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的な対抗手段、こういったもの等々も見据えながら、

協議を進めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  関連して私からもお尋ねをいたし

ます。 

 まず、東立鉱業にかかわっての問題ですが、現地を

見てきましたけども、まあ膨大、広範囲に及ぶ採掘跡

ですよね。その採掘跡に隣接をしての赤線があるとい

うふうに聞いているんですが、その直近の隣接してい

る赤線が、眼下何メートルというふうな大変急激な断

崖ですよね。そういうことになると、赤線を利用する

場合にも危険が伴うのではないか。 

 そうすると、万が一、事故でも生じた場合の責任は

市に帰属するのじゃないでしょうか。その辺の現況確

認と対策をお聞かせをいただきたい。 

 それから二つ目は、この岩瀬張古山線のかかわりで

すが、答弁にあったように、市道の切りかえ計画、こ

れを承認してきたと。そうすると、いわゆる債権債務

の関係でいえば、それが果たされないままで以前の事

業主が中断をしたと、言うことになりますよね。 

 そうすると、いわゆるこれまで市の対応とすれば、

破産管財人ですか、そういうところにそういう市とし

ての権利を求めてきていると思うんですが、その経

緯・結果についてまずお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  私から、岩瀬張古山線の件

でご答弁申し上げますけども、この切りかえ道路の承

認、これのかかわりの中で破産管財人と協議した経過

ということであります。 

 私どもも、破産管財人とも協議をしております。た

だ、破産管財人から回答というものが、事業の途中に

倒産した場合のことをその契約の中にうたっていない。

そのことによって継承する、それに応ずる理由がない

というふうな回答を得ているところであります。 

 ただしかし、私どももいろいろと盛岡地方裁判所、

こういったところとも協議といいますか、いろいろと

ご指導を得たわけでありますけれども、競売にかかわ

っての公告が出ているわけなんですが、この公告の中

の評価書というものがございます。 

 これは評価人である不動産鑑定士から盛岡地方裁判

所に出されている書類でありますが、この中の特記事

項の中で、隣地開発の許可、これについては競落人が

継承した場合にはどうしていくのか、そこをちゃんと

手続をとりなさいと。 

 結局、続けてそこを採掘するかどうかということの

手続をしなければならない、こういうことが久慈地方

振興局の林務部から発せられております。 

 それから、採石の採取計画、これについては、久慈

地方振興局の保健環境福祉部、ここから発せられてお

ります。 

 そしてまた、特記事項の５番の中で、採石場の開発

計画によると市道岩瀬張古山線をつけかえる予定であ

るが、債務者の破産に伴い計画が停止している。その

ため、競落人は開発が完了した場合には、市道管理者

である久慈市と協議の上、つけかえ作業を完了させる

必要があるということをうたってございます。 

 ですから、その競落人が、その競落人といいますか、

入札に参加した方々は、この内容を承知して入札に臨

んでいるというものでございます。ですから、今回、

新たに所有することになった建設業者も、この状況と

いいますか、内容を知り得た状況の中で競落している

ということでございますので、私どもとすれば、この

新たな建設業者に対しての履行を求めてまいりたいと

いうことでございます。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいまの東立鉱業

さんの採掘周辺の赤線のことについてのご質問にお答

えいたします。 

 現況のほうは、現地を調査いたしまして、危険であ

るようであれば、それなりの交通の整理なりしなけれ

ばならないと思いますし、また対策については、いず

れ現況を確認した上で検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  部長の答弁いただきましたが、い

わゆる切りかえ道路、市道の切りかえ計画が結果とし

て中断していると。 

 そうすると、管財人等の関係では、言わせればそこ

での責任はない。あるいは、後段でいうと、新たに権

利を取得した人がそれを責任を負うんだと。 

 確実に担保されるんですか。市道の計画をやり遂げ

るという確実な担保が得られますか。得られないとい
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うことになると、結果として市がかぶる以外にないで

しょう。さきの業者は、事業やめたんですからね。 

 そして、新しく引き継ぐといいますか、新しい業者

が確実にそこのところが担保されればいいんだけども、

何か今の話、答弁だけでは、確実性に何か自信が持て

ない部分もあるやに私、聞きおいたんですが、その辺

がはっきりしないと、結果として市が膨大なことをか

ぶる。しかも、現況は極めて市道として利用するとす

れば危険箇所ありますよね。 

 そうすると、速やかに安全措置もとらなくちゃなら

ないという中で、その辺、新規業者にそこんとこは確

実にやらせることができるんだということを確約でき

ますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  確実にそれをお願いできる

かということでありますが、新たな建設業者の責任者

の方ともお会いしてございます。その責任者の口から

も、前の計画について承継をしてやってまいりたいと

いうお話も伺ってございます。ただ、県に対する採石

の採取計画、それが年度内には何とか出したいという

ことであります。 

 その前には、市のほうとも、そういった状況につい

ての協議を進めて、お互い納得できる契約の中で進め

ていく。そうでないと、またその採石の採取計画その

ものができないということになりますので、我々とす

れば、いずれその計画、その計画というのは採石事業

が終わった後に、市道として久慈市に移管してもらう

ということを確約書、先ほど申しましたが、確約書あ

るいは法的な対抗手段、そういったもの等をうたいな

がら進めてまいりたいというふうに考えているところ

であります。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  わかりました。 

 そこで、最終的には契約書、書面で交わすというこ

とになると思うんですね。その際に、例えば、その契

約を確実に履行してもらうためのいわゆる保証人とい

いますか、連帯保証人といいますか、いわゆる確実性

を担保するために、そういうことは可能なのかどうか。

そして可能だとすれば、それをやる意思があるのかど

うか、最後にお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  確実に履行するための保証

人といいますか、そういうこと等であろうと思うんで

すが、それはこの件については顧問弁護士とも、いろ

いろ法律的なことも絡んでまいりますので、そういっ

たところもご相談をしながら進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  82ページ、公共下水道に関係する

と思うんですけども、大平・田高地区の、また新築町

地区の雨水排水の対策についてでありますが、先般の

一般質問では、22年度の計画の見直しの中で事業区画

内にやっていきたいということですが、１月18日にも

要望をしてまいったわけですが、認可区域内での15カ

所中の３カ所の設置ということですが、その認可の見

込みと時期について検討しているのであればお聞かせ

ください。 

 また、ポンプ１基当たりの工事費、どのくらいの工

事費用を見込んでいるのかをお聞きいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  小上下水道課長。 

○下水道課長（小上一治君）  前の一般質問でも出ま

した大平地区というふうなことでの整備の状況でござ

います。 

 それで、認可に組み入れて実施するということで、

来年度、22年度についてこの計画をまとめていきたい

というふうに今現在、考えている状況でございます。 

 事業の実施ということになりますと、まず、その事

業の認可に組み入れた中で、補助事業を導入するとい

うふうなことが第一の問題になるのかなというふうに

考えてございます。 

 まだまだ15カ所のうち、まだ門前ポンプ場でありま

すとか、西の沢でありますとか中央ポンプ場、これら

については実施して供用開始しているわけですが、こ

れらの事業、そして今後の財政事情等も勘案しながら

進めなきゃならないというふうになってございますし、

今、この事業費についても、これから概算事業費等も、

その施工の延長その他を含めて検討してまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

 ただ、一般的には西の沢ポンプ場でありますと完成

した金額でいくと約３億を投資してございます。で、

西の沢の場合につきましては水路等はございませんで

した。今回は、その水路の改修等も含みますので、そ
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れをかなりオーバーするものというふうに認識してご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  その中で、排水の処理対策として

でありますが、長内川のポンプ場でない、河床が高か

ったり、それから護岸のところに土砂が滞留しており

ますが、それを県のほうとも相談しながら、バランス

を見て河床とか護岸を低くしてもらうのも、一つの排

水の対策ではないかと思うんでありますが、その辺の

その考え方と見通しをお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいまの排水にか

かわっての県河川の長内川の河床の下げといったこと

のご質問かと思いますが、現在、長内川のほうにつき

ましては、堆積している土砂の取り除き等には努力し

ておりますが、ただ、河床に関しては、やはり計画、

勾配河床というものが、自然の水の流れの中で出てく

るものでございますし、また、久慈川の場合には太平

洋の河口付近ということでございますので、抜本的に

河床を変えるということは、なかなか難しいものだと

考えているところでございますが、いずれ堆積した土

砂の取り除き等については、今後とも継続して要望し

てまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  ただいまの佐々木委員の質問に関連

をしまして、大平地区の雨水浸水対策であります。 

 下水道課長、今後の方向性についてはよく十分理解

できます。ただ、行政の基本的な役割といいますのは、

治山治水というのはもとより、一番大事な分野ではな

かろうかという意味では、その住民は台風等の時期が

来ますと大変心配をするという心の問題もありますし、

現実、恐らく土のう等を積んで対応しているというの

が現実であります。 

 その現実がある以上は、やはり計画はもちろん、下

水道課長の計画で私は理解できますが、その間、やは

り雨水浸水対策を簡易的にでも、やはりその現場を注

視しながら住民の安心・安全を確保するということは

大変大事でありますので、そこら辺の雨水、台風時期

にかかる時期の対応策については、どのように検討し

ているのかお聞かせを願いたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小上下水道課長。 

○下水道課長（小上一治君）  恒久的な整備がまだで

きていないという状況でございます。 

 そこで、市のほうとして、業者さんのほうから工事

で使っている大型の水中ポンプ、これを借り上げて、

そしてその地区の排水をするということで、５業者と

21年度も契約してございます。 

 そういった中で、いずれその浸水が出た時点で対応

していきたいということで、21年度につきましては、

台風18号のときに一応待機ということで業者さんには

お願いしましたが、出動するまでには至らなかったと

いうのが、今、現状でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  何点か質問いたしますが、79ページ、

市道の舗装率の関係でお伺いしますが、この今の雪解

け等になりますと、アスファルト舗装を非常にありが

たく思うような、アスファルト等でないところ歩くと

非常にぬかるんで気になるわけですが、ここ合併後、

前後でよろしいですが、合併後のほうがいいかと思い

ますが、その時点と現在、最新の舗装率の比較をした

いと思いますが、約５年ぐらい前と今の舗装率につい

てお伺いしたいと、アスファルト舗装等の舗装率とい

うことですが、お願いしたいと思います。 

 ２点目は、81ページ、港湾費でございますが、旅費

135万円の計上になっております。結構、多額だなと

思っておりますが、この内容についてお伺いします。 

 次は、都市計画費でありますが、都市計画の基礎調

査をするということなわけですが、この目的とその内

容についてお伺いいたします。 

 次が同じところになりますが、街なか居住促進事業

費、21年度は先日の補正予算では減額補正で104万円

でしたか減額補正になっておりますが、今回も22年度

の予算でも104万、計上になっております。そういう

ことで、20年度から始まったわけですが、20、21年度

の実績についてお伺いしたいと思います。 

 もう一点は、公園費、83ページになりますが、野球

場等の整備の話もちらほら出ているわけですが、この

都市公園関係での運動公園等で整備するというような

考えがあれば、幾らかの予算化になっているかと思い

ますが、予算化についてあるかないかお伺いしたいと

思います。 
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○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいまの舗装率に

かかわってのご質問にお答えいたします。 

 合併後、平成18年からこれまでっていいますか、昨

年度までになりますが、延びとして0.33％でございま

すが、17年度末では55.85、それから20年度末、いわ

ゆる21年３月31日現在でございますが56.18％といっ

たことで、先ほどの延び率になっております。延長に

しますと、約3.9キロの延びということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  猪久保産業開発支援担当部

長。 

○産業開発支援担当部長（猪久保健一君）  それでは、

港湾費の旅費の内容でございますが、一つは、久慈湾

活用構想策定事業費のこの研究会を昨年立ち上げてご

ざいますが、引き続き22年度におきましても活動の費

用といたしまして、主に先進地等の視察、勉強するた

めの旅費80万が一つでございます。 

 それから、湾口防波堤整備促進等にかかります国へ

の要望、あるいはポートセールス等を行うための港湾

セミナー等へ出席する旅費、こちらが55万というふう

になる内訳でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木建築住宅課長。 

○建築住宅課長（佐々木成人君）  中心市街地の活性

化の部分の街なか居住促進事業についてお答えいたし

ます。 

 これは、中心市街地活性化基本計画の中に定住人口

の確保を促進するために、中心市街地に人口を人を入

れましょうということで位置づけられている部分でご

ざいますが、実績でございますか、平成20年度ゼロ、

平成21年度もゼロなんですけども、かなりＰＲ等は、

広報、それからチラシ、それから商工団体等にも結構

お願いしているんですけども、この景気の部分がある

のかなと思いますけども、なかなか問い合わせ等もな

い状況でございます。 

 この計画は平成22年度までの一応計画を持っている

ものですから、来年度も、22年度も予算化をお願いし

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中森都市計画課長。 

○都市計画課長（中森誠君）  都市計画基礎調査につ

いてのご質問でございます。 

 これは都市計画法第６条によりまして、都道府県が

都市計画区域内について、おおむね５年ごとに基礎調

査をするということになっております。市では平成22

年、23年度をかけまして、県からそれを受託すること

となっております。 

 内容といたしましては、人口の規模、産業分類別の

就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、その他交

通量、それから将来の見通し等を調査していくという

ことになっております。 

 それから、82ページの公園費のほうでございますが、

こちらはすべて維持管理のほうになっておりまして、

新しく都市公園等の事業費は含まれておりません。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  残念ながら、街なか居住の関係、ま

だ実績なしということなわけですが、22年度の予算で

の何か今までと同じだと変わらないわけですが、何か

工夫があればお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木建築住宅課長。 

○建築住宅課長（佐々木成人君）  ことしは、空き地

等があった場合にダイレクトメール、所有者等にダイ

レクトメールを行ったんですけども、なかなかそれに

ついても、こちらのほうで申請とかそういうことがご

ざいませんでしたので、今度は、個人の空き地の持っ

ている個人の方にお会いして、お願いしてまいりたい

と考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  81ページの河川にかかわっての質問

をさせていただきたいんですが、この前のゲリラ豪雨

っていいますかの際に、菱倉から閉伊口、田中地区の

ほうにかけて、大変増水があって大変な事態だったん

ですが、閉伊口付近の河川の堆積土砂等については対

処が進んだというふうに見ておるんですが、上のほう

の国道のえぐれたところとか、チップ工場がある付近、

それから河川が大分被害が受けているというふうなこ

となんですが、そこを見るに、水路の水を、水はけの

絶対数に、どう見ても雨量のほうが上回った水害だと

いうふうに感じられるわけですよ。 

 で、多少の木や立木の倒木等で障害もあったかもし

れませんけれども、そういうふうな見方を私はしてい
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るんですが、それで国道に水が流れたということで、

交通量もある場所で大きい被害がなくて、人的な被害

もなくてよかったと思うんですが、下のほうは進んで

いるんですが、上のほう、上流っていいますか、チッ

プ工場付近のあの辺の工事が一向に進まないというこ

とで、これからの工事の見通しなり進捗がどのように

なっているのか、把握しておりましたらお願いしたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいまの件、管理

河川の鳥谷川についてのご質問にお答えいたします。 

 現在は、先ほども委員もおっしゃられましたとおり、

下流のほうについては堆積土砂等の対応をしていただ

いているところでございますし、また、上流のほうに

ついては、現在は昨年の台風被害の被災の解消という

ことで、これが12月の査定だったもんで、これから進

める部分もあるようでございますが、いずれ鋭意その

分には努力していただくということを伺ってございま

す。 

 あと新たな河川改修という意味でのご質問だったか

と思いますが、我々のほうも、いずれ河川そのものの

ルートといいますか、が直角にカーブしている部分等

もありますので、今後についてもいろいろ河川整備に

ついてはお願いしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  それでは、道路維持管理について

にかかわってお尋ねいたしますが、県道侍浜停車場阿

子木線、この間、一般質問でカードレールの件につい

ては、道路の根がえぐられていろいろという点でお話

をしたんですが、そこの部分はガードレールは、早速

直していただいたんですが、その答弁では、近いうち

に道路の今、路幅の狭い部分、改良等がなされる予定、

見通しがあるらしく答弁をいただいたんですが、いつ

ごろにそれが見通しを立てているのか、その辺のとこ

ろをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  県道の侍浜停車場阿子木線

でありますが、この前、一般質問でもお話いただきま

したけれども、工事をいつやるということではなくて、

県の振興局土木部でも、その路線についても支障は感

じているということで、この前、お話は申し上げまし

たが、1.5車線あるいは待機所、そういったものをど

ういったところに張りつければいいか。それ、現況確

認等をしながら、現在のその振興局の予算の中で対応

できる部分、そういったものを検討してまいりたいと

いうふうにお話を伺ってございます。 

 いずれ、市のほうとしても、毎年、この要望を上げ

ているところでありますので、今年度もまたさらに強

くお願いをしてまいりたいというふうに思っておりま

す。まだ立ってございません。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  何点かお聞かせください。 

 第１点は、79ページの市民協働事業補修事業の関係

で500万計上になっておりますが、これは去年と同じ

額ですけど、この事業は、継続して２年、３年続けな

いということで、なかなか地元とすれば歯がゆいとこ

なんですけども、そこで、当初計画が出たときに、２

年なり３年かかるというふうになっていますね。 

 そうしますと、１年休めば、１、２、３年でまた来

るわけですが、そういう仕組みで出せば、その継続案

件についてはなるというふうにとらえていいのか。 

 そうでなければ例えば、勾配のきついとこの工事や

るときに、途中でとまっているというふうになります

と、雨が降れば壊れるんですね。そういったことなん

ですが、500万の予算の中で、本年度新しく出た分に

ついてはやるのと、それから継続して隔年ごとにやっ

てきているんですが、そういうのが来る箇所があるわ

けですが、その辺はちゃんと配慮してやっていただき

たいんですが、その点、お聞かせいただきたいと思い

ます。できるようにですね。 

 それから、河川改良事業費、単独で1,500万ついて

いるわけですけども、記者会見の資料では白山川ほか

となっていますが、従来から質問してきている天神堂

の水路の関係ですが、新年度ではどういうとこまでい

こうとしているのか、調査が進んでいるのか、調査す

れば設計等に入っていくわけですが、その辺は地元と

の関係はどこまで進んでいるのか、まだ聞こえてこな

いんですけども、お聞かせいただきたいと思います。 

 もう１点は、83ページの街路事業に関連して、これ

ぜひ検討願いたいんですが、いわゆる病院通りの街路

樹の関係ですね。根が張ってきて舗装が壊れる状況も

生まれていますから、ぜひこれはきのう来も、ツツジ
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を市内に植えてほしいという声もあったんですが、ド

ウダンツツジとかいわゆる低木の根が張らないのに早

く切りかえてほしいんですよ、見通しも悪いし。 

 ぜひ市の、まあこれまだ決まっていませんけど、ツ

ツジはたしか市の樹木ちゅうか花でしたけども、その

辺含めて、これは至急検討いただきまして、大きくな

ればなるほど経費がかかるかと思いますので、この点、

ご検討いただきたいと思いますが、お聞かせ願いたい

というふうに思います。 

 あともう一つが、住宅、きのうの質問でもなかなか、

いわゆる廃屋について対策についてが出てこなかった

んですが、いわゆる廃屋管理条例みたいなのをつくっ

て、当然、持ち主の責任があって管理しなきゃならな

いんですが、しかし、市としてやっぱり何か指導でき

るものがないと、根拠がないと弱いですから、そうい

った条例をつくって本人の責任を果たすことと同時に、

行政がきちんと指導できるということをできるような、

これは全国、私、今まだ調べてないけど、私は多分、

全国各自治体にはさまざま条例がありますから、多分、

あるんじゃないかと思うんですけど、この点、やっぱ

りぜひ考えてほしい。 

 耐震の問題でも、さまざま行政は当然、命にかかわ

っていますからやっていますから、これは耐震は現在、

進んでいるそうですけども、これは飛んできて壊れる

ということですので、それも決して他人事じゃないの

で、住宅、しかも小学校等がある、児童が通学する通

学道路にある廃屋は大変心配ですので、そういった点、

ご検討願えないのか、お聞かせを願いたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  私のほうから、最初

のほうの３点にかかわって答弁させていただきます。 

 まず最初に、市民協働事業にかかわってのご質問で

ございますが、いずれ継続してできないかということ

でございますが、これまでも、地域の排水の危険度、

あるいはそういったものも考慮しながら、そして、あ

とは地元の協議の熟度等も参考にしながら、いずれ申

請をいただいた段階で、逐次、審査しながら対応をし

てまいりたいと思います。 

 それから、２点目の河川にかかわってのご質問でご

ざいまして天神堂の河川でございますが、今年度、測

量設計調査を進めておりまして、今後、年度末までに

設計を固めていきたいといった状況でございまして、

新年度は用地補償等、そして了解が得られるのであれ

ば、一部でも着工したいという考えでございます。 

 それから、３番目の門前源道線、いわゆる県立病院

前のあの通りの街路樹にかかわってのご質問でござい

ますが、いずれ低木にしてはというご質問でございま

すが、昨年度から緊急雇用対策の予算いただきまして、

それぞれ剪定等、手入れをしている状況でございます

ので、別の景観等の考え方等も出てきた際には検討も

必要かと思いますが、今ある木を適切な維持管理をし

ながら景観を保っていきたいと考えておりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  住宅の廃屋にかかわっての

ご質問をいただきました。 

 この廃屋の処理等々については、所有者が実際やら

なきゃならない、これは当然のことでありますけども、

法的に例えれば、建築基準法の第10条、これに基づい

て、危険回避の措置、あるいは改善命令、こういった

ものを出すことが可能ということでありますけれども、

いずれ、その対応については研究してまいりたいとい

うふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  最初の協働事業のことについて私は

聞いたのは、例えば去年、平成20年に工事が当たった

と。で、21年が継続できないから休んだと。で、それ

が経過するまだ途中なんだと、事業が。 

 それが例えば、１年休めば３年目に、ちゃんと申請

あったら、やるようにした形でやってほしいというこ

となんですよ。 

 当然、地元とすれば、手をつけてやっていますから、

本当は毎年やって２年で完成させたいんだけど、市の

今、やり方は、継続はだめですよというふうになって

いるんです。 

 で、そういった場合に、３年目に予算つけていただ

いて完成するという仕組み、ぜひ地元とすれば、手を

つけていますから途中でなげるわけにいかないので、

１年休んで３年目に、もう一回、最後の完成をしたい

ということでまず出すはずですよね。 
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 そのときに、ちゃんと、そういう案件についてはき

ちんととらまえて、ちゃんと採択をしていただきたい

ということですので、新しいのとまた別ですから、そ

ういう案件については当然わかっているわけですから、

ぜひそこんとこお願いしたいと思います。 

 もう一つ、今、天神堂の件でご答弁いただいたんで

よろしくお願いしたいと思いますが、もう一点、天神

様のところですが、水路ありますよね、用水に落ちて

いる水路。 

 以前、いわゆる畑ができて、その畑の水が住宅地の

ほうに流れてきているっていう以前の建設部長のとき、

嵯峨建設部長あたりのとき、質問した経緯があるんで

す。 

 で、現場を見てもらって、例の県のほうの治山とか、

さまざまそのほうに行ったんだけど、しかし、これは

県のほうで対応できませんってことになって、ちょっ

と戻ってきているんですが、水路にきちんと、山から

出た水が住宅地に行かないようにしてほしいという、

従来お願いしているとこなんですけど、その辺がちょ

っと動きがなかったもんですから、どういう状況にな

っているのか。その後、手つかずになっているのか。 

 そして、その水路が、いわゆる沢から水路が用水路

に落ちているんですよね。ご存じでしょう。用水路に

落ちて、計画は用水路を突っ切って、栄町のパンセン

ターのところの既にできている水門に来る予定のとこ

なんです。ところが、なかなか予算がつかないという

ことでなっていません。 

 ただ、あの地域は幸い、さっきの大平のところと違

ってまだ水田が残っております。そういう意味では、

自然のダムがあるからばっと来ませんけど、将来、あ

そこはもう農振地域ではありませんので、将来、住宅

で埋まってしまうと自然のダムもなくなりますから、

まさに大平地区のような状況が私は予感されるんで、

そういった点では、早期に排水のほうも計画実施段階

になってほしいなと思っているんですが、その点はま

だ先のことなのかお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ２点ほどご質問いた

だきました。 

 まず、第１点目の市民協働のほうでございますが、

先ほど、私のほうの答弁がちょっと足りなかったのか

なと感じましたが、いずれ１回やって、また、水の流

れがちゃんと確保されていないというところは、やは

り申請をしていただきまして事業の対象にしていきた

いと思いますので、そういったことで進めたいと思い

ます。 

 それで、申請のほうは４月上旬から５月上旬までの

申請をいただきまして、６月末には事業実施の場所を

選定して、10月までの予定を事業実施期間といった手

順で進めておりますので、４月になると、区長さん方

に一斉に事業募集を発しますので、そういうことでご

理解いただきたいと思います。 

 それから、２点目の天神様の上流のほうの排水対策

ということでご質問いただきました。 

 そこの場所については、以前、小さいダムをつくっ

て、そして水路もつくってあるわけでございまして、

一定の排水対策は整っている地区ということでは理解

しておりますが、ただ、その区域の１部分が、地形等

がちょっと変化している関係上から、そういった現象

があるということで私どものほうは理解しております。 

 それで、大きな水路はその地域には通っております

ので、それに導くことを地権者なりそういったとこに

お願いをしていかなければならないような状況でござ

いますので、そういった部分を視野に入れながら、現

地等も調査してみたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  83ページの下水道についてお尋ねを

いたします。 

 この下水道の事業特別会計の繰出金、これは中身に

ついてお尋ねをいたします。 

 それから、現在、下水道の接続世帯数が何軒ぐらい

あるのか。接続している世帯数１戸当たりの年間の下

水道料金はどれぐらいになっているかをお尋ねをいた

します。 

○委員長（桑田鉄男君）  小上下水道課長。 

○下水道課長（小上一治君）  それでは、ご質問の下

水道整備事業の特別会計の繰出金の中身でございます

が、まず、５億1,200万円の内訳といたしまして、こ

れは総務管理費の中の職員の給与費が入ってございま

す、これが700万円ほど。 

 それから、施設の維持管理費として、これは雨水部

分の維持管理費ですが、これが850万ほど。それから、

施設の管理費の中で、嘱託職員の報酬としてこれは電
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気技師の分でございますが、その部分がこの中に入っ

てございます。それから、管渠施設の中につきまして

も、これは職員給与費が入ってございます。 

 それと、公債費、これが４億9,000万ほどございま

すが、これにつきましては元金が３億6,550万ほどで

ございます。それから利子につきまして１億2,700万

ほど入っている状況でございます。 

 あと下水道の世帯数ということでございますが、こ

れにつきましては、普及世帯で平成21年４月１日現在、

これで2,217ということでなってございます。あとの

１世帯当たりの使用料ということになりますが、ちょ

っと割り込んでみなきゃならないわけですが、使用料

につきましては、20年度において9,905万7,000円とい

うことでございますので、１世帯当たりでいいますと

４万4,600円ほどになります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  大変詳しいご説明いただきました。 

 １戸当たりの負担金が４万4,600円というのは、こ

れ、年間ということになるかお伺いしますのと、それ

から、元金のこれ返済ということだろうと思うんです

けど、これが２種類で４億ぐらいというのは、これは

いつごろ終わるような見通しになるわけですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  小上下水道課長。 

○下水道課長（小上一治君）  使用料の４万4,600円

につきましては、年間の１年間の額というふうになり

ます。 

 それから、もう一点の元金の償還につきましては、

今年度やると30年の返還というふうなことで、随時、

進んでいくというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  私から79ページの土木管理費のうち

についてお尋ねしますが、いろいろ個別に団体あるよ

うですが、期成同盟会とか、あるいはその他の団体あ

るわけですが、負担金とか補助金の関係で結論から申

しあげまして、ちょっと予算をもうちょっと配分方高

くしたほうがいいという観点からお伺いします。 

 八戸・久慈自動車道路建設促進期成同盟会の負担金

でございますが、前年度はこの項目でどれぐらい計上

され、ことしの分はわかりますが、今後もこの金額の

予定で推移していくのかお尋ねします。 

 と申しますのは、この期成同盟会の方々の活躍とい

うのは、今後、この八戸・久慈自動車道の建設に当た

って、非常に大きな頼り・力になる組織であろうと思

います。行政なり議会なりが、それぞれの立場から一

生懸命努力して、この道路の完成を目指しながらも、

やはり他の地域の住民の方々、団体の力っていうのは、

国なり行政を動かしていく場合の最大な力になろうか

と思います。 

 そういう意味で、住民大会が仮に年１回行われてい

るとするなれば、あるいは回数をふやしていただくよ

うに努力するとか、あるいは規模をもうちょっと盛り

上げていっていただくとか、行政のほうでいい意味で

の勧奨あるいは指導助言しながら、この期成同盟会の

大きな力を発揮してもらうという意味から、他の項目

でどれも削れるものはないでしょうが、そういう点で、

特に重点的に期成同盟会に対してのこれは負担金です

から、補助金と違っていろいろ他の機関と協議しなき

ゃならない点はもちろん理解できますが、基本的に何

とかもうちょっと増額配分しながら頑張ってもらうよ

うにしたほうがいい、そのように思いますが、このこ

とに対してのお考え方についてお尋ねします。 

○委員長（桑田鉄男君）  鍛治畑土木課長。 

○土木課長（鍛治畑百々典君）  ただいま八戸・久慈

自動車道にかかわって３点ご質問いただきました。 

 まず１点目の八戸・久慈自動車道建設促進期成同盟

会の負担金は、増額して対応できないものかというこ

とでございますが、これにつきましては、同盟会の規

約で定額と定めておりまして、これまでもいろいろ要

望活動なりいろいろやってきたわけですが、現在のと

ころでは現在の予算でおさまっているのかなと思って

おりましたので、これは昨年度と同額を計上させてい

ただくものでございます。 

 それから、住民大会の回数なり、それから規模拡大

をというお話でございますが、今年度の住民大会は、

ちょっと事情あって遅くなったわけで、１月に開催し

たわけですが、今後につきましては、開催できるさら

にいいタイミングとかそういったものを見ながら、そ

してまた、あと規模等につきましても、その周辺の市

町村の方々の意見等も参考にしながら検討はしてみた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 
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 ９款消防費、説明を求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  ９款１項消防費で

ありますが、１目消防総務費は６億1,747万9,000円を

計上。前年度と比較して3,489万6,000円、5.3％の減

でありますが、主に久慈広域連合負担金の減によるも

のであります。 

 ２目非常備消防費は8,442万円を計上。 

 86ページになります。３目消防施設費は9,434万

8,000円を計上。前年度と比較して１億958万円、

53.7％の減でありますが、主に久慈消防署山形分署改

築事業費の減によるものであります。 

 ４目水防費は172万8,000円を計上。 

 ５目災害対策費は2,565万6,000円を計上。消防費は、

合わせて８億2,363万1,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  その消防、水害にかかわってお伺い

しますが、実は、最近の報道になりますが、水害発生

時の避難勧告などを発令する際の具体的な基準を定め

ているのは県内で９市町村にとどまっているという報

道がありました。 

 これは消防庁の調査であるわけですが、消防庁では

この発令基準の速やかな策定を求めているということ

なわけですが、その中で、久慈市がまだ策定しないと

いうことでその理由が載っておりまして、大船渡市で

すと、自然現象であり数値などで具体的に基準を明確

化することが困難という理由でありましたが、久慈市

につきましては、具体的な策定方法がわからないと載

っているわけでありまして、非常にがっかりしたわけ

でありますが、新聞ですと一部をとって載せる、ある

いはどういう載せ方をしているかということがありま

すが、実際のところ、どういうことになっているのか

お伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  ただいまのご質問に

対してお答えをいたします。 

 大船渡市では自然現象であり、数値などで具体的な

基準を明確化することは難しいということでありまし

たが、当市においても同様の考えでございまして、報

道されたのは、ちょっと意思の疎通が受け取ってもら

えなかったなということであります。 

 避難勧告等の発令基準については、市の地域防災計

画に河川がはんらん水位を突破し洪水のおそれがある

ときと記述しておりまして、雨量や河川の水位等、状

況によって判断しております。避難勧告等を発令する

状況である場合は、ちゅうちょしないで発令をしてお

ります。 

 具体的な基準の策定については、水位、雨量等の数

値や警報、浸水等の客観的な事実を基準として策定し

なければならないことから、現在、策定に向けて検討

している段階であります。 

 今後においても、県等から指導をいただきながら取

り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  87ページの15節、久慈消防署山形分

署改築についての進捗状況をお尋ねいたします。 

 私は、特にお聞きしたいのは、消防署としての機能

の設備状況ですね。なぜかと申し上げますと、三陸津

波級のものが将来的に来るんでないかというなのが、

いろいろ根拠は別にしていわゆる昨今なわけでござい

ますが、それを仮に想定したとした場合、今のこの防

災センターの機能が麻痺するおそれがないとも言えな

い、海が近いために。 

 そうなったとき、市内として同等の機能を有して緊

急対応できる施設に相当してくるのはどこかという面

で考えると、今の山形の消防署の新築が相当してくる

んでなかろうかという意味で、同じ同等の設備を用意

してくれという意味ではございませんけども、それ相

当のいざというときの緊急に対応する最低限での設備

は、常に考えておいでいただきたいという意味で、そ

の設備の能力の状況を簡単で、詳しく説明をいただい

てもよくわかりませんので、大まかな点だけについて

お伺いいたします。 

 なぜこれをお聞きするかというと、古い書類の中に、

三陸津波のときに、牛島だったか海の真ん中にぽこん

と高い山が、あれだと私は思うんですけど、久慈の市

民が流されて、もう死んだと思っておったら、その上

へちょこんと乗っかっていたんだというような記述も

あるぐらい。 

 それから、想定すれば相当規模の津波が再び来たと

きの防災に対する拠点の基地は、今の山形町の消防署

になってくる可能性はあるという意味から申し上げる

ことにご理解をいただき、簡単でいいですのでお願い

いたします。 
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○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  山形分署庁舎の新築

状況でございますけども、現在、今年度末をもって完

成ということで進捗しております。なお、来年度にお

いては外構工事にかかるということで、庁舎について

は今年度末に完成ということでございます。 

 それから、庁舎の強度については、本庁舎について

は震度７に耐えられるということでございまして、分

庁舎に対しても同等ということで、鉄骨平屋建てとい

うことで建設を進めております。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  非常備消防費になるか消防施設費に

なるかちょっとわかりませんけれども、今、常備消防

のほうでは救急車なり緊急車両にＡＥＤを乗せて走る

と思うんですけれども、今、常備消防が着くより先に

消防団が着く場合も、災害時、あると思います。 

 その場合に、ＡＥＤを使うことが想定されるのです

が、消防団には、当然のごとく、今、まだ整備されて

ないのですが、消防団の車両にＡＥＤを装備するよう

なことは考えられないのか、お伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  ただいま消防団の車

両にＡＥＤを設置できないかというご質問でございま

すけども、消防団では全団員に対して、今、ＡＥＤを

含めた救命講習を実施しております。今年度、全団員

が救命講習を受講するということでございます。 

 それで、この間、数日前に、消防団幹部の会議がご

ざいまして、そのＡＥＤがその分団の地区で、どこに

所在しているのかということで、資料を幹部の方々に

お渡ししております。消防団車両にＡＥＤを設置する

ということは、今後の検討課題とさせていただきたい

とこのように思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  今後、検討していただけるというこ

とですが、消防車両、消防団の車両は毎年、更新して

いただいているような感じでございますが、更新する

際に、車両にそのままＡＥＤもつけた更新というもの

はできないのでしょうか。 

 先ほどおっしゃったように、今、消防団員全員に救

命講習ということで行っておりますし、また、一般の

事業所や施設等でも、救命救急の講習が浸透しており

まして、ＡＥＤを使える方っていうのは相当ふえてお

ります。 

 それも加えて、消防車両に搭載されていると、各分

団の屯所にあるということにもなりますので、各地域

にＡＥＤが浸透されて使える方たちが使いやすいとい

うことにもなると思います。その車両を更新する際に、

一緒にということは考えられないかお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  ただいまの質問につ

いてお答えします。 

 消防団車両の更新については、石油備蓄交付金を充

当して事業を進めております。その事業の中でＡＥＤ

を含めた形で事業が進められるかどうか、その辺も検

討させていただきたいと、このように思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  屯所を建てる場合の土地の関係、

それから、その屯所を建てる場合の経費についてであ

りますけども、これは今後、地主さんからの移動を迫

られたりする場合に、各地域で出てきている、今後も

出てくる問題だと思うんですが、市のほうのその対応

の考え方をお知らせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  ただいまのご質問に

対してお答えします。 

 屯所の新築工事については市の助成200万と。それ

から、改修あるいはホース管相当の新設等については、

各20万を限度に交付してございます。 

 なお、土地の借用については、市のほうで現在のと

ころお支払いをしてございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  というのはですね、今、それだけ

ではその屯所が建築できないと思うんです。であれば、

それは今まであれば、各町内等からご寄附等をいただ

いてきていたかと思うんですけれども、町内に屯所が

三つも四つもある場合は、かなりの負担になってくる

ものです。 

 極端な話をすれば、それは町内で集めれないとなれ

ば、土地を借りたがいいが屯所を建てれないという状

況も出てくるのかなと思っての質問であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  これまでの今の基準
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としては、ポンプ車両を格納する車庫という考えでご

ざいますので、200万程度であれば、消防車両を格納

する車庫が完成するのではないかなという基準で、今

は事業に補助をしている状況でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  84ページと85ページにかかわって質

問させていただきますが、まず、消防団の充足率、昨

年90何％というふうに聞いたと思うんですが、860名

に対してっていうことで、現在、どれぐらいの団員数

と充足率になっているのかお伺いしたいと思います、

１点目。 

 それから、２点目は消防団活動のその協力事業所が

何カ所あるかっていうことですね。私は、やっぱりそ

れ相当の配慮をして、消防団の活動、団員なりに配慮

して、消防団活動を支えていただいている事業所に対

しては、それなりの謝意をどういう形、わかる形であ

らわすということが必要だというふうに思いますが、

現在、その取り組みがどのように行われておるのかお

伺いしたいと思います、２点目ですね。 

 ３点目は、先般、一般質問の際、防災ヘリなりドク

ターヘリについて質問をさせていただきました。話の

中で、運航可能日数がまだ把握できてないという話を

いただきましたんですが、推察するに、ヤマセや霧と

か、それから吹雪等で、かなりほかの南の県南等の地

区から比べれば、ここは条件がきついのかなというふ

うなことが考えられるわけです。 

 そういうことから、例えば久慈病院に県立病院にヘ

リポートをつくるっていう計画っていうふうに伺って

いるんですが、サブヘリポートの構想があるのかない

のか、その辺をお伺いしたいと思いますし、連絡協議

会の負担金の中身と、それから、これまで防災ヘリの

当市における運航状況っていいますか、出動、その状

況はどうなっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  消防団の団員の定数

でございますけども、条例定数860名に対して806名で、

充足率93.7％ということになってございます。 

 それから、協力事業所でございますけども、現在、

アンケート調査、事業所に対して団員をどのくらい抱

えているかということでアンケート調査をしてござい

まして、まだその集計がまとまらない状況であります

けれども、現在、21事業所だったと思いますが、それ

らからアンケートが来ております。 

 なお、協力事業所に対する表示は、現在、３カ所ほ

ど表示をしております。 

 それから、サブヘリポートの関係は、2012年にドク

ターヘリが運航するということで報道されてございま

すけども、県立病院のほうにヘリポートを設けたいと

いう報道をされておりますけど、サブヘリポートのほ

うについては、まだ情報がない状況でございます。 

 それから、防災ヘリの運航、やませ等に係る運航日

数については、まだ私どもでは把握しておりません。

これから把握をしたいというふうに考えております。 

 それから、防災ヘリを当市で活用した実績でござい

ますけども、21年度４月の４日に宇部町で行方不明の

捜索がございました。それから、６月25日に山形町川

井で行方不明者の捜索がございました。それから、７

月３日に小久慈町で行方不明者の捜索がございました。

それから、９月の14日、これは侍浜町で岩場からの転

落事故、救助事案があったんですが、これに防災ヘリ

を出動させていただきまして、４件救助がございます。 

 それから、訓練については６月28日、消防団の特別

点検、それから９月10日の岩手県石油コンビナート等

の防災訓練。 

 なお、６月15日に予定しておりました津波防災訓練

については悪天候のため来てもらえなかったという状

況でございます。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  協力事業所、21事業所を今把握して

おる中で３カ所表示をしておったということなんです

が、全箇所に表示してですね、あれすればいいのかな

というふうに思いますし、事業所への謝意のあらわし

方と言いますか、それをやっぱり皆さんにわかる形で

お示しして、継続してご協力いただけるような配慮し

ていったほうがいいんではないかというふうに思うん

ですが、その点についてお伺いしたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  ただいまの件につい

ては、検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  消防団の活動のかかわりで、以前も

質問した経緯があるんですが、いわゆる水門の点検で
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す。これは時期的には非常に寒い時期の点検なんです

が、この時期の検討ができないのか。というのは、年

何回か水門の草刈りをしなきゃならないんですね、管

理上。それで、そういった時点で点検すれば、また暖

かい時期ですから点検しやすいんですが、寒い時期で

すと非常にじっくり見るより寒さのほうが先に立って、

そういった状況があるんですが、そういった改善の余

地がないのか。 

 もう一つは、点検した結果、不具合な点が出たとき

に報告があると。報告があったときに、特にどういう

ふうな形になって、最終的に県が管理する水門だと思

うんで、どこが対応するふうになってんのか。そうい

った点をお聞かせいただきたいと思います。 

 もう１点、昨日の質問の中で、いわゆる広域連合、

人事委員会からの判定書、措置決定についてお伺いし

たところ、状況は聞いてないということの総務部長答

弁があったところですが、この判定書の最後のところ

でこういうふうに書いているんですよね。当局は要求

者の給料について、再計算方式による額を勘案した上

で、速やかに適正な額を決定し、その是正を図るのが

必要だというふうに書いてあります。速やかといった

場合に、例えば久慈市が、このような判定を受けた場

合には、この速やかというのは、どの程度のことを指

すのか。すでに12月22日に判定が出ておりまして、も

う３カ月、２カ月経過しておるんですが、しかも年度

末で新年度から新たになるわけですけども、この新年

度に越さないで、例えば新年度スタートすることで考

えていくのか。その辺、久慈市の場合はどうなのか。 

 その後、きのうの段階から１日過ぎてますから、そ

の後どういうことになっているのか、もし聞き合わせ

ているんであれば、今の状況についてもお聞かせ願い

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  ただいまの広域連

合でのことについてでございますが、きのうの答弁と

同じでございます。いずれ特別地方公共団体のことで

ございます。きのうの答弁のとおりでございますので、

ご理解をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  水門管理の関係でご

質問いただきました。水門の点検する時期は、７月、

それから10月、３月という時期に実施してございます。

これは県から委託されている業務でございますので、

県の日程に合わせてるという感じでございます。 

 なお、県管理の水門は189門ございまして、この中

を各担当する分団で点検をしている状況でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今ね、７月、10月、３月の３回と言

いますけども、３回というのはどういう意義あって３

回なのかですね。例えば、７月、10月、３月というの

はまだ寒い時期なんですけども、３回の意義はどうな

のかちょっとお聞かせいただきたいのが１点。 

 それから、不具合が生じたのはどういうふうに報告

になって、どこが責任を持って不具合な状況を直すの

か。実はこの間も点検した結果、錆びて、動かないと

ころも出てきているんですよ、手回しのとこが。 

 もう一つは、一たん下ろすと、手で回すと物すごい

時間がかかるんですね。あれは将来的にはモーターで

やるとかいうことも当然必要だと思いますが、そうい

った改善方も一回にはできないわけですから、そうい

った点では年に何カ所かずつモーター化を図ってでき

ないのかというのが一つです。 

 それから、部長、私言ったような久慈市がもし、そ

ういった勧告を受けた場合に、速やかに適正な額を決

定をし、是正を図る必要がある。と言われた場合ね。

一般的に久慈市の場合はどういうふうな期間なのかと

聞いているんですよ。そこを一つお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  速やかに対応する

と。予算に関係する場合は、当然ながら補正というか

議会の議決後ということでございますが、ただどうい

うふうにやるかというふうな方向性については、ある

程度方向を早くに出して、それぞれの対応をしていく

であろうというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  水門点検の時期につ

いて、７月、11月、３月ということでありますけども、

４カ月間を均等にということだと思います。梅雨の時

期、それから台風の時期、これらの前に事前に水門を

点検しておくという意味から、こういったことになっ

てると思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 
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    〔発言する者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  県と、それから我々

消防防災課、それから消防団と点検するわけですけど

も、その３者で点検をして、不具合があるものについ

ては、文書で管理者である県のほうに報告を申し上げ

てるという状況でございます。軽微なものについては、

即県のほうで改善しますし、ちょっと費用がかかるの

は、ちょっと時間を要するということで進めておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  １点だけ、ご質問を申し上げます

が、これは消防の職員の資質の向上というんですか、

あるいは若手の育成というような、そういう活動の一

環だというふうに思うんでございますけれども、職員

による防災とかあるいは救急とか、いろんなもろもろ

に関する職員の意見発表会というんですか、弁論大会

というんですか、名称は何ていうかわかりませんけれ

ども、毎年そういうのに若手の職員の方々が挑戦して

頑張っておられるというふうに聞いております。去年

もたしか県大会かなんかで優勝した方が出たんじゃな

いかというようなことで、大変若手職員の皆さん方も

一生懸命頑張っているというような現状も察しておる

わけですが。 

 ことしも３名ほどの方が地区予選ですか、そういう

ものを勝ち上がって県大会に行ったのか、行ってるの

か、まだ行ってないのかわかりませんけれども、行く

という話を聞いております。もし、３人の方々の結果

が、かなり内容的にもすばらしい内容の提言みたいな、

そういう意見書だというふうに私はちらっと内容を見

たわけでございますけれども、すばらしい内容だとい

うふうに思っておりまして、もし大会の結果が出てい

るのであれば、その結果についてお知らせをいただき

たいというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  繁名消防防災課長。 

○消防防災課長（繁名勝男君）  ただいまの質問につ

いてお答えします。 

 広域連合では、毎年職員の意見発表というのを実施

しております。それで消防本部の代表として県大会の

ほうに出場するということで、今年は10名ほど発表が

ございました。それで最優秀賞になった職員について

は、ついこの間ですけども県大会のほうに出場しまし

て、残念ながら努力賞ということで、３位には入れな

かったということであります。 

 その発表内容についても、ブロックシートというこ

とで、救急現場等に遭遇した場合、傷病者が大衆の前

にさらされるということで、毛布とかそういったシー

ト等で大衆の目から傷病者をかばうという発表内容で

ございまして、今やっておりますＡＥＤを含めた救急

講習の中で、各事業所とかそういったところにＡＥＤ

と一緒に毛布とかシーツとか、そういうのを持って救

急隊が到着するまで、傷病者を大衆の目にさらされな

いという内容でございまして、我々も非常にいい発表

だったなということで、今回は教育委員会の指導主事

の先生から審査長を務めていただき、そしてまた本部

の代表として決まった上での、それからの県大会に向

けて原稿の手直し、そういうなのをやりまして、県大

会に臨みましたけども、残念ながら入賞はできなかっ

たということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時といたします。 

    午前11時46分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○委員長（桑田鉄男君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 議案第１号の審査を継続します。 

 委員各位に再度お願いいたします。質疑の際には記

載されているページと項目を示し、簡潔にお願いをい

たします。 

 10款教育費、説明を求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  10款教育費１項教

育総務費でありますが、１目教育委員会費は317万

7,000円を計上。 

 88ページになります。２目事務局費は１億9,930万

8,000円を計上。 

 ３目教員住宅費は273万3,000円を計上。 

 ４目教育職員研修費は28万8,000円を計上。 

 ５目教育研究指導費は2,607万1,000円を計上。 

 90ページになります。教育総務費は、合わせて２億

3,157万7,000円を計上いたしました。 
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 ２項小学校費でありますが、１目学校管理費は２億

1,296万8,000円を計上。前年度と比較して4,657万円、

17.9％の減でありますが、主に学校施設耐震診断・補

強事業費の減によるものであります。 

 ２目教育振興費は7,495万7,000円を計上。小学校費

は、合わせて２億8,792万5,000円を計上いたしました。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は１億

4,737万4,000円を計上。前年度と比較して2,918万

4,000円、16.5％の減でありますが、主に学校施設耐

震診断・補強事業費の減であります。 

 92ページになります。２目教育振興費は１億402万

1,000円を計上。中学校費は、合わせて２億5,139万

5,000円を計上いたしました。 

 ４項社会教育費でありますが、１目社会教育総務費

は２億4,479万8,000円を計上。 

 94ページになります。２目公民館費は3,510万7,000

円を計上。 

 ３目図書館費は2,290万4,000円を計上。 

 ４目文化会館費は１億4,002万7,000円を計上。前年

度と比較して1,203万8,000円、7.9％の減であります

が、主に文化会館自主事業費の減であります。 

 96ページになります。５目三船十段記念館費は

1,872万2,000円を計上。 

 社会教育費は、合わせて４億6,155万8,000円を計上

いたしました。 

 ５項保健体育費でありますが、１目保健体育総務費

は6,185万3,000円を計上。前年度と比較して１億410

万6,000円、62.7％の減でありますが、主に体育施設

指定管理費を２目体育施設費へ計上がえしたことによ

るものであります。 

 ２目体育施設費は目の新設により１億376万4,000円

を計上。 

 98ページになります。３目学校給食費は３億8,487

万7,000円を計上。前年度と比較して６億7,950万

5,000円、63.8％の減でありますが、主に学校給食セ

ンター建設事業費の減であります。保健体育費は、合

わせて５億5,049万4,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。八重櫻委

員。 

○八重櫻友夫委員  １点だけお伺いいたします。94

ページ、図書館費についてお伺いいたします。 

 図書館に郷土資料館がありますが、資料の貸し出し

について、どのような方法になっているのかお伺いし

たいと思います。 

 それから、新聞の縮小版があるのかないのか。ある

のであれば、現在貸し出ししてるのか、お伺いしたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  図書館にかかわってのご

質問にお答えいたします。 

 図書館の中に１室、郷土資料室を設けて、その中で

郷土資料等の資料を置いております。この中の資料に

ついては、複本のない郷土資料等については、持ち出

し禁止ということでシールを貼って管理しているとこ

ろでございます。 

 それから、新聞の縮小版というお話。縮刷版ですか、

というお話ございましたが、それらについても今現在

前段申し上げました持ち出し禁止のシールを貼って整

理しているというものもございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  八重櫻委員。 

○八重櫻友夫委員  わかりました。いずれ持ち出し禁

止になっているようですが、例えば盛岡市あたりでは

余り厳しくないようなお話を聞くんですが、いずれも

う少し、市民の資料は市民の財産でもありますんで、

柔らかくもっと自由に持ち出しできるような貸し出し

をすべきではないのかなと思います。貸し出しであれ

ば、日にちを限定して短くするとか、例えばなくした

場合の問題等あるんであれば、コピーとらせるとかな

んか、いろんな方法があると思いますが、いずれもう

少し柔らかく市民に貸し出しするような方法をご検討

いただきたいと思いますが、お考えをお伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  貸し出しについてのご質

問でございます。今現在図書館では館外貸し出しを行

わない図書館資料ということで、４点ほど整理してや

っているところでございます。一つは貴重な資料、そ

れから複本のない郷土資料、それから辞書、辞典等の

参考資料、その他の館長が館外貸し出しを不適当と認

めた資料ということで、加除式法令集等を例示して館

外貸し出しを禁止している形で実施しております。 

 それで、今議員さんからご指摘ございました他市の
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状況等、今後検討しながら、貸し出しについて調査し

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  93ページの文化振興事業についてお

伺いをいたします。この取り組みの中身についてお伺

いいたします。 

 それと、市内にはいろいろな芸能団体等があると思

うんですが、この団体数の届け出になっている人、１

人当たりに対する文化予算というのは幾らぐらいにな

るか、お尋ねいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  松橋社会文化課長。 

○社会文化課長（松橋重男君）  最初に芸術文化振興

事業のことについてお答えいたします。 

 文化振興事業は巡回美術展、それから小中学校美術

展、それから平庭で行われる俳句大会等でございます。 

 次に、ちょっと保留していただきます。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ただいまの答弁がよく聞こえなかっ

たわけでございますが、私の申し上げたいのは、この

芸術文化の関係もそうですけど、次の下の項目の郷土

芸能祭、これについてもこのそれぞれの団体があると

思うんですけども、特にこの郷土芸能祭に届けている

団体の会員数、１人当たりに対する予算がどの程度の

規模になっているかという点をお伺いをしたいと思い

ます。 

○委員長（桑田鉄男君）  松橋社会文化課長。 

○社会文化課長（松橋重男君）  郷土芸能文化団体の

ことなんですが、現在12団体ありまして、１団体当た

り３万円を補助しております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  １団体当たり３万円ということでご

ざいますが、なぜこれをお伺いするかというと、何百

年という伝統のある秋まつり、こういうのを開催する。

そういった部分につきましては、山車制作に関しては

400万ほどの支援をしてると。同じパレードというか

秋まつりに参加する郷土芸能とかそういう団体の皆様

方は、出て、ジュースを１本、１人当たりもらうんだ

と。それで普段はそういう郷土芸能を披露するに当た

って、非常に練習もしなければならない、クリーニン

グ代もかかる。いろいろなそういう諸経費もかかって

いるんだけども、何とかこういった面にももう少し助

成を願えないかという声が多々あるわけでございます。 

 古い話になりますが、山形と久慈が合併する前に、

私はこの管内を調べたとき、当時の山形村では会員数

の１人当たり3,000円ぐらいの規模の予算をとってお

ったわけですよ。これは普代村でも野田村でも大体似

たような水準にあったわけでございます。それが久慈

市へ移行した段階においては、そういう声が多く聞こ

えるというところからすれば、もう少しこの郷土芸能

等に対する補助もしていただく必要があろうかと思い

ます。その点の考え方をお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  郷土芸能団体の育成とい

うことでのご質問をいただきました。教育委員会とい

たしましては、郷土芸能団体の発表の場といたしまし

て、この市民芸術文化祭等で発表の機会を設けて発表

していただいているわけでございますが、そのほかに

会場の利用等についても、社会教育施設等の施設を活

用していただいて練習していただくという形での助成

等を考えているところでございまして、今現在課長か

ら申し上げましたように、１団体当たり３万円という

ことで助成しているところでございまして、今後ご指

摘のことについては今後検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ご指摘の観点は、大変に大切

な観点だというふうに思っております。その地域、地

域に根づく伝統文化、これを振興していくことは大変

重要なことであるというふうに思っております。 

 そうした中で、先ほど委員ご指摘の久慈秋まつり

等々については、商工観光のほうで措置しているもの

でございますが、同様に山形地区のガタゴンまつり、

これについても一定程度の数百万といった形で支援を

申し上げているような状況であります。 

 この点についてはご理解を賜りたいし、それから地

域コミュニティー振興事業というのがございまして、

これを活用して地域の伝統文化を継承する。こういっ

たソフト事業にも、その地域コミュニティー振興事業

活用できますことから、そういったことともあわせて

委員からのご指摘の目的が達せられるように、これか

らも頑張ってまいりたいというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 
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○砂川利男委員  市長じきじきに、こと細かなご答弁

をいただいてありがとうございます。そういう秋まつ

りに参加をしている皆様方の声を聞きますと、お金だ

けですぐやめるんだというような短絡的なことにはな

らないと思うんですけれども、実態というのはかなり

厳しいんだということで、ご理解をいただけるように

考えてもらえないかという話が出ておりますので、そ

この現実を把握していただくよう要望して終わります。 

○委員長（桑田鉄男君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  私は、99ページの学校給食に関する

ことについてお尋ねします。この年間の総予算の中に

おいても、学校給食に占める額が相当あるわけですが、

その中でいわゆる地産地消、こういう点についての年

間の計画、いろいろの食材については、通年体制トー

タルで見るわけにはいきませんが、その中にも地場産

のものをどのように給食センターとして、それを地消

しているかということをお尋ねします。 

 もし、概略で結構ですが、地産のものをどれだけ全

体、年間トータルで消費予定があるのか、あるいは見

積もり、見通しでも結構です。 

 いずれにせよ、海でとれるもの、山でとれるもの、

あるいは畑、田んぼなど、この地場産のものを学校給

食の中に十分に取り入れていくべきだとそのように考

えておりますが、その基本的なことをお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中新井田学校給食センター

所長。 

○学校給食センター所長（中新井田欣也君）  ただい

まのご質問にお答えします。 

 給食センターでの地産地消の使用ということでお話

いたしますが、給食センターにおきましては地産地消

ということで、地元産の使用ということで穀類、青果

類、海産物、肉類、乳製品等、35品目程度地場産とい

うことで使用しております。この地場産につきまして

は、穀類については米、これは通年通してやりたいと

いうふうに思っております。22年度からは年間を通し

て使用していきたいというふうに考えております。 

 そのほかの通年市内でとれるシイタケ、ホウレンソ

ウ等については、通年久慈で産出されますんで、それ

については通年使用できるというふうなことを考えて

おります。また、そのほかの生産物につきましては、

やはり限られている、とれる時期がありますんで、そ

れについては適宜に対応していきたいというふうに考

えております。 

 それから、久慈地区の地産地消の使用率というふう

なことでありますが、21年の12月末現在で、約4,250

万円程度の地元産の使用というふうになっております。 

 以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  これは91ページになりますが、小中

学校の図書費についてです。当初予算で昨年度と同額

というふうになっていますが、教育委員会の事務点検

評価報告書、これによりますと古い図書が多くなって

きていて、情報の質が低下する傾向にあると。そのよ

うな評価も出ているわけです。 

 国のほうでは小中学校の図書を充実させるために年

間、約200億の交付税の措置をしながら、陳腐化した

図書の更新も含めたということで交付税等が措置され

ているわけですが、今後の図書の整備の計画はどのよ

うに考えていくのかお伺いをします。 

 もう一つは集合学習のことについてですが、小学校

で小規模校、これは学校が何校か集まって一緒に学習

をしていくということで、これまでもずっと行われて

きていたわけですけれども、山形地区でこの集合学習

のことについての話し合いがあったときに、教育委員

会のほうで統合を前提とした集合学習の拡大が必要で

あるというようなことから話等もあったようですが、

その統合が決定される前にこういう形で話が出てくる

のは親あるいは子供たちに不安を与えることにつなが

らないかということで、その辺の統合がある程度決ま

って、それ以降進める部分のと、そういう統合が前提

としてもう初めから進めるということについての、そ

の辺の考えをお伺いします。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  私のほうからは、

学校図書のほうのご質問にお答えいたします。委員も

ご存じのとおり、学校図書館図書標準という数字が文

部科学省のほうから示されておりますが、現在久慈市

の小学校の標準冊数は全校で10万8,280冊となってお

りますが、現在この充足率が83.6というふうに見込ん

でおります。これを100に近づけるように今後財政当

局とも検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○委員長（桑田鉄男君）  末﨑教育長。 

○教育長（末﨑順一君）  ただいまの集合学習のあり

方について、統合とのかかわりで、どのように進める

のかというお話でございますが、これは山形地区の懇

談会の中で、統合する場合には、今集合学習というの

は高学年のほうを対象にしてやっているわけですけれ

ども、低学年についてもその前に、統合する前にいろ

いろと公表する必要があると。そうすると私たち保護

者の、あるいはこれから学校に入る人たちのご父兄の

方々の不安が解消されるという発言がございました。 

 それを受けて、おっしゃるとおり統合する場合には

集合学習というような形というか、そういうことが必

要であろうと、交流する授業は必要ではないかという

ふうに考えます。 

 ですから、今お話がありましたように、その統合を

するという方向が見えた段階で、そのような学習をし

たいと思っております。今それが決まる前にやるとい

うことではございません。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  図書の分について、現在の予算の状

況だと古い図書が多くなってきているというのを教育

委員会自体がそういう評価をしているわけですので、

何とかふやす方向で当然いかなければ、情報の質その

ものが低下するということですから、これは今後の課

題というふうには考えますが。 

 集合学習の分については、私は全然否定するもので

はありませんし、これまでも例えば山根小学校と枝成

沢小学校が行ったとか角柄分校でもやったとか、さま

ざまであって、これはいいことだとは思うんですが、

統合を前提にしていて、親が不安を感じたり、子供が

不安を感じることのないように進めていただたきたい

ものだというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  末﨑教育長。 

○教育長（末﨑順一君）  ただいまの集合学習につい

ては、そういったご父兄の方々の気持ちも十分に察し

てといいますか、慎重に進めたいというふうに思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  89ページですか、かかわってお尋ね

したいんですが、中高生の海外派遣について、昨年は

なかったということなんですね。これやっぱり大変期

待している事業じゃないかなということで、空白がな

いように学年といいますか、その年代、年代が派遣で

きればいいのではないかというふうに思いますが、そ

の取り組み方についてお伺いしたいと思います。 

 それから、95ページ、文化会館の関係なんですが、

私がお伺いしたところ、アンバーホールの一部で雨漏

りがするというふうな状態があるというふうに仄聞し

ているんですが、この実態がどうなのか。また改修等

の工事等は、これから予定されているのかお伺いした

いというふうに思います。 

 それから、97ページのスポーツ振興にかかわってな

んですが、柔道会場になるということで、会場提供す

るだけでなくて、地元からも国体選手が出るような強

化策等あれば柔道タウンとしていいのではないかと思

うんですが、この柔道タウンの推進事業費が昨日もお

話があったんですが、昨年よりも微減の状況だという

ふうなことで、この強化策をどういうふうに考えてい

るのかというふうに思うんですが、その点について考

えを聞かせいただければというふうに思います。 

 それから、あわせてスポーツ振興にかかわってなん

ですが、軟式野球の会場にも予定されるということが

話が進んでいるということなんですが、今宮城の野球

チームが使っておった室内練習場、ここは光星学院が

毎日バスで来て練習しているわけですよ。市内の高校

生の冬期の練習場所といいますか、十分確保されてい

るのかな。そこが確保されて、特に希望がないからあ

そこは使わないのかなと思ったりもするんですが、大

変ダイヤモンドをつくるによくてフリーバッティング

の練習までできるような室内練習場なんですよ、あそ

こは。 

 だから、野球場をつくるのはもちろん、当然施設整

備は必要だと思うんですが、野球のこのスポーツの振

興、それから野球にかける意識といいますか、スポー

ツの高揚を図る意味でも、ああいう施設をせっかくあ

るのを有効に活用できないものかなと、私は通るたび

にいつも思うんですよ。 

 高校生のレベルも上がって、青森県大会では常に甲

子園を争うというようなチームができあがっているわ

けですが、残念ながら市内の高校の野球のですね、高

校生があそこを一切使ってないという現状ですね。何

とかならないかなというふうに思うんですが、その点

についてお伺いしたいと思います。 
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○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  最初に私からは中高校生

の海外派遣の関係でお答え申し上げます。今年度、21

年度はインフルエンザの関係で急遽中止ということに

したわけですが、この中高校生の海外派遣については

対象者を中学校の２年生、高校２年生ということでや

ってきておるところでございまして、22年度について

は今年度選考して行けなかったわけですので、その子

供たちを最優先で考えたいと。ただし、中３、高３と

いうことで、受験等の問題もございますので、その

方々が全部行くかどうかというのは今後のことになり

ますけども、そこについては今年度行けなかった子供

については配慮してまいりたいというように考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  松橋社会文化課長。 

○社会文化課長（松橋重男君）  アンバーホールで雨

漏りがあるかというご質問にお答えいたします。 

 その都度修繕しておりますけども、一番新しいとこ

ろでは今月、エントランスホールの正面のところのひ

さしというんですか屋根というんですか、あそこがち

ょっとコーティングが腐食しておりましたので、今月

改修しております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  高柳社会体育課長。 

○社会体育課長（高柳利久君）  ただいま２点質問い

ただきました。まず最初に強化策についてでございま

すが、これにつきましては昨日次長のほうからもお話

しておりますが、県のほうで考えている事業もあるよ

うです。 

 久慈市におきましては、繰り返しになりますが、柔

道教室とか高校生の遠征、後、小中学生を対象にした

強化遠征事業、これは昨年から取り組んでおります。

後、強化錬成会、直接行っている事業は以上でござい

ますし、市体育協会のほうに競技力向上対策事業、後、

スポーツ指導者育成事業等支援しておりますので、そ

ちらで取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。 

 後２点目の宮城球場の室内練習場についてのご質問

でございますが、これにつきましては前に市体協のほ

うからも要望がございまして検討した時期がございま

すが、市体協のほうで要望を取り下げたということで

今そういう状態になっておりますが、高校生の練習、

冬期間の練習ができないというお話でしたけども、一

部の団体は高校生ではないようですが使用しているよ

うに仄聞しておりますので、その辺は調査してお知ら

せしていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは１点お伺いします。 

 97ページの久慈市体育協会補助金というのがあるん

ですが、この補助金の内容、名目は一体どういうよう

な、例えば運営費補助金なのか、そういう名目はどう

なっているのか。 

○委員長（桑田鉄男君）  高柳社会体育課長。 

○社会体育課長（高柳利久君）  これにつきましては、

各参加団体の地区、種目の各団体への補助と後、先ほ

どお話いたしました強化に関する分と後、スポーツ推

進員の配置に係る補助、後、各遠征、県民体育大会と

か北奥羽大会の遠征費の補助、後スポーツ少年団等の

団員に対するものとか指導者に対するものの補助でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  基本的に補助ということになると、

全額補助ということはあり得ないわけですよね。例え

ば選手派遣であれば、そのうちの５割であるとか４割

であるとか、まあ補助というのは往々にして体育協会

が例えば100万円の補助を受けたとすると、事業が200

万ぐらいの事業をやる場合に100万円を補助しますと

かいう、必ずそこに自己負担みたいなのが出てくるわ

けですよね。 

 その絡みから言いますと、私は別に補助金を、こう

いう行政と議会とのやりとりというのは往々にしてよ

く見られるのが、補助金をもっといっぱい出したらど

うかとか、そういうような形の議論が非常に多いわけ

ですよ。 

 ただ一つ素朴に疑問に感じることは、久慈の体育協

会というのは社団法人であって、市の施設を指定管理

を受けているわけですよね。ですから、その指定管理

というものとその体育協会に対する補助金というもの、

この辺のこの整合性について何となくしっくりこない

ものがある。 

 その辺はどういうふうな考え方のもとに、例えば一
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つは指定管理を約年間に１億円ぐらいですか、そのぐ

らいの指定管理をやらしていると。他方では補助金を

出しているという、その辺の何となく整合性ですね。

どういう基本的な考え方に基づいて指定管理と補助金

という形での支出をしているのかと。その辺のところ

をちょっと伺いたいと思うんですが。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  体育施設の指定管理につ

いては、体育館とか第２体育館とかサンスポーツラン

ドとか、そういう施設の管理に係る分の経費について

指定管理として支出しているものでございまして。今

課長からお話申し上げました体育協会の補助金という

ものについては、県民体育大会への選手派遣の補助と

か、それから北奥羽総合体育大会への派遣費の補助、

それから体育協会へのスポーツ振興事業の補助金、そ

れから市長争奪の少年野球大会への運営費に対しての

補助金とか、そういう形のソフト事業といいますか、

体育協会が実施するそれらの事業に対しての補助金と

いうことで、この一つ指定管理のほうは施設管理の分

という形での整理をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  一応わかりましたけれども、また、

たびたびこう発言するたびに旧山形はというような言

い方をするんですが、それも後１年のことだと思って

我慢していただきたいと思うんですが。 

 旧山形の体育協会というのは、やっぱり体育施設を

指定管理を受けたわけですよね、旧山形時代に。もう

その時点で例えば体育協会補助金というものは一切そ

こでなくなっている。後は体育協会が自前の指定管理

のいわゆる経営努力によって、そういう努力の中でそ

ういう補助金とか、そういうものを当局からいただか

ないで、努力の中で単協の育成とか、あるいは選手派

遣は直接教育委員会とのやりとりでしたけれども、そ

ういう単協の育成とかそういう予算というものは自助

努力の中から出してやってきているということで。 

 私どものその観念からいくと、指定管理をしている

と。プラス補助金だというような二口の一種のやりと

り、こういうものについてはなかなか馴染みが薄いも

んですから、体育協会以外に、もしかして似たような

指定管理をやりながら、また他方では補助金を出して

いると。こういう例が体育協会以外にもあるのかどう

なのか。その辺のところはどうですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  体協のような形で、

片一方では指定管理をして、片一方では補助金を出し

ているという団体があるかということでございますが、

その中で今思い浮かぶのは社会福祉協議会は指定管理

を受けておりますが、それぞれの事業運営を目的のた

めの補助金は出していると思ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一つは小学校費に関連しますが、い

よいよ久慈小学校が土地も購入し、新しい市営住宅も

着々と進んでますし、基本設計、実施設計に入ってく

ると思うんですが。 

 そこで、実は先日、八戸市の柏崎小学校というとこ

ろに視察に行ってきました。実はデーリー東北の新聞

に学校施設の中に新しい校舎の模型を展示をして、だ

れもが見れるようなところがあって、勝手に入って、

入る方は署名するんですけども、ありました。そこで

行ってみたら、児童の皆さんにもきちんとかなり計画

が進んでからだと思うんですが、説明会を開いていま

したし、それから当然ＰＴＡ、地域やっていましたが、

非常に感心を持ったのは、やっぱり子供さんたちから

の意見を聞く会を２、３回持ってましたね。そういっ

た点でやはり実際子供たちが使う学校になるわけです

ので、そういった点では子供たちに意見を聞く会等ぜ

ひつくっていただきたいし、模型をつくって、だれも

が見れるようなところをつくって、学校をつくるのに

ついて、いろんな方の参考をいただければというふう

に思います。そういう工夫をしていただきたいという

のが第１点でございます。 

 それから、先ほどこういう生活習慣病の一つ、がん

のことをもっと知ろう、小学校健康教育指導という資

料をさっき１冊いただきました。実は先日、新聞報道

で、国立がんセンター対策情報センター発行のこの冊

子を私、いただきました。そうしたら、この冊子は無

料なんですね。送料はかかりますけど無料で差し上げ

ますということでありましたので、ぜひ子供たちの健

康資料として配布してはいかがというふうに思いまし

たので、中身はがんはどんな病気か。がんの予防、が

んの検診、がんの治療ということで書いております。 

 編集方針は基本的にですが、この資料は成人のがん
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についても一般的な知識を科学的根拠に基づいてわか

りやすく伝えることを目的に編集されています。この

資料は小学校での健康教育用ですと。この資料は小児

がんについてまとめたものではありません。この資料

内容は2009年６月時点での情報に基づいてます。とい

う非常にいい資料になってますので、ぜひ取り寄せて

各学校、クラスごとでもいいでしょうし、配布願えれ

ばと。 

 久慈には学童保育が六つありますから、各学童保育

に１冊あげればいいな思って10冊お願いしましたら、

私には送料無料で10冊来ましたので、冊数によって違

うと思いますけど、ぜひこれはね、大変よくできて無

料ですので対応していただきたいなというふうに思い

ますので、お聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つは、2010年は読書年というのは皆さん既に

ご承知だと思うんですが、そこで図書館の市立図書も

そうですし、それから学校図書館の活性化の問題もそ

うですが、なかなかこれまで司書教諭を配置してこな

いできたわけですけども、この2010年の読書年を契機

に午後からでいいと思うんですが、司書の資格を持っ

た職員をパートでもいいと思うんですけど、配置をし

ていくということに一歩踏み出してみてほしいと思う

んですけども、その辺の考え方、お聞かせいただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  久慈小学校の改築にかか

わってのご質問にお答え申し上げます。今から基本設

計、実施設計に取り組んでいくわけでございますが、

まずこの基本設計の業者が今後プロポーザルなどで決

まるということになろうかと思いますが、そういう基

本設計の業者が決まった時点で、子供あるいは地域、

保護者、それから学校関係者の方々から意見を聴取し

て基本設計に反映できる分については反映できるよう

な機会を今後検討したいというように考えております。 

 それから司書教諭の件でございますが、司書教員に

ついては基本的には県で措置する部分であろうかと思

います。これらについては図書の充実等、今までも取

り組んできているわけでございますが、今後そういう

形での実施が可能かどうかという点については、研究

したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  坂川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  生活習慣病の資料、

貴重な資料、大変ありがとうございました。がん予防

教材につきましては、発行者である国立がんセンター

でしょうか、に教材のねらい、対象となる学年ですか、

そういった部分等々確認しながら教えていただくとと

もに、どの程度そういった資料をいただけるのか等も

含めて問い合わせながら進めてまいりたいなと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  司書教諭じゃなくて支援教諭は大き

い学校には普通に配置となってますけども、いわゆる

司書資格を持った職員を図書館に配置すると。これは

ボランティアも含めていろいろ入ってきてるんですけ

ども、そういったことも対応したり、ボランティアを

お願いするにしてもやっぱり司書の担当の職員がいる

ことによって、核となる人がいて、それとボランティ

アが協力して、さらに子供たちが本に親しめるいろい

ろな状況がつくり出されるわけです。 

 私もこれは議員の研修であちこち行って、教民の研

修でも行きましたが、本当に学校の明るさが全然違う

んです。ぜひひとつ一回で全部できないにしても、で

きるところからやっぱり配置をして、そしてＰＴＡと

かお母さん方も含めてそういったことに知識のある方

もいっぱいいるわけですから、そういった方々と相談

しながら、やっぱりやっていくと。そのためにはやっ

ぱり核が必要だということで、２、３時間、３時間、

４時間のやっぱりパートでもいいわけですから、午後

ですね子供たちの放課後楽しんで図書館に行けるよう

な状況をつくっていくということが必要だろうという

ふうに思いますので、その点でやっぱり、足を一歩踏

み出してほしいなというふうに思います。 

 東村山市ですかね、時給たしか1,000円ちょっと、

それぐらいの時給で配置をしてたと思うんですが、い

ずれそれフルパートじゃなくて、そういう午後からの

パートで十分できると思いますので、ぜひ実施に向け

て研究をしていただきたいと思います。再度、答弁を

求めます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  学校図書にかかわっての

ご質問にお答えします。 
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 学校支援していただいているボランティアの方々に

対して、日ごろ深い感謝をしているところでございま

して、今県教委での補助をいただいての学校支援本部

という事業等も実施しながら、この学校図書の支援に

取り組んでいるところでございます。今委員からご提

言のございました司書資格を持った嘱託の職員を配置

してやってみたらというご提言でございますが、それ

らについては今後の研究課題とさせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  93ページ、文化財保護調査委員活

動費の中で、長内中の跡地、歴史資料民俗室ですけど

も、内装のほうは幾らかずつ頑張ってやっているよう

ですけども、市民の声なんですけども、民俗資料室に

ふさわしい外観、景観をつくるべきじゃないかと。外

装といいますか、観光客が来ても、どなたが来ても行

っていつでも見たいという環境をつくるべきじゃない

かという意見がありますが、その考え方をお願いしま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  郷土資料室にかかわって

のご質問にお答えいたします。 

 今現在委員からお話のあったように、内部の内装に

ついて今工事を実施しているところでございます。外

観については、今後の検討課題とさせていただきたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  ぜひ、その方向で久慈市のために

格好のいい資料室にしていただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  １点だけですが、97ページ、体育施

設費なわけですが、先ほど都市計画費の中でお伺いし

ましたが、野球場建設に係る予算は、この教育費の中

では取っているのか取ってないのか、お伺いしたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居教育次長。 

○教育次長（中居正剛君）  この予算の中には入って

おりません。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 11款災害復旧費、説明を求めます。佐々木総務企画

部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  11款災害復旧費、

１項土木施設災害復旧費でありますが、科目存置とし

て１目道路橋梁災害復旧費に、現年発生補助災害復旧

事業費1,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 12款公債費、説明を求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  12款１項公債費で

ありますが、１目元金は23億5,809万3,000円を計上。

前年度と比較して9,827万8,000円、4.0％の減であり

ます。 

 ２目利子は４億5,171万6,000円を計上。前年度と比

較して2,988万5,000円、6.2％の減であります。 

 ３目公債諸費は６万4,000円を計上。100ページにな

ります。公債費は合わせて28億987万3,000円を計上い

たしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 13款諸支出金、説明を求めます。佐々木総務企画部

長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  13款諸支出金、１

項普通財産取得費でありますが、１目土地取得費に土

地取得事業特別会計繰出金2,327万3,000円を計上いた

しました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 14款予備費、説明を求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  14款１項１目予備

費でありますが1,500万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、第１条歳入歳出予算の質疑を終わります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。佐々
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木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  第２条債務負担行

為につきまして、表によりご説明申し上げます。 

 ６ページになります。第２表債務負担行為でありま

すが、住民情報系システムデータ変換費、ほか５件に

ついて、地方自治法第214条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額を

この表のとおり定めようとするものであります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 第３条地方債、説明を求めます。佐々木総務企画部

長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  第３条地方債につ

きましても表によりご説明申し上げます。 

 ７ペ－ジになります。第３表地方債でありますが、

歳出予算に関連して地域コミュニティ振興基金事業ほ

か９件及び国の地方財政対策を受けての臨時財政対策

債合わせて11件について、地方自治法第230条第１項

の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法をこの表の

とおり定めようとするものであります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 第４条一時借入金、説明を求めます。佐々木総務企

画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  １ページになりま

す。第４条一時借入金でありますが、地方自治法第

235条の３第２項の規定による借り入れの最高額を40

億円に定めようとするものであります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 第５条歳出予算の流用、説明を求めます。佐々木総

務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  第５条歳出予算の

流用でありますが、地方自治法第220条第２項ただし

書きの規定により、各項に計上した給料職員手当及び

共済費にかかる予算額に過不足が生じた場合、同一款

内でこれらの経費の流用ができるように定めようとす

るものであります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。 

 議案第１号「平成22年度久慈市一般会計予算」は原

案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○委員長（桑田鉄男君）  起立多数であります。 

 よって議案第１号は原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 ここで副委員長と交代いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副委員長（城内仲悦君）  それでは暫時休憩します。

再開は２時10分。 

    午後１時55分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後２時10分   再開   

○副委員長（城内仲悦君）  休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 審査を継続をします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第２号 平成22年度久慈市土地取得事業

特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に議案第２号「平成22

年度久慈市土地取得事業特別会計予算」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査したいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。佐々

木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  それでは、事項別

明細書によりご説明申し上げます。 

 126ページになります。歳入、1款財産収入、１項財
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産運用収入、１目利子及び配当金に土地開発基金利子

1,000円を計上。 

 ２款繰入金、１項１目一般会計繰入金に2,327万

3,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  次に、128ページ

になります。歳出、１款１項管理費、１目管理事務費

に一般会計繰出金1,000円を計上。 

 ２款１項公債費、１目元金に2,017万円を計上。 

 ２目利子に310万3,000円を計上。公債費は、合わせ

て2,327万3,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第２号「平成22年

度久慈市土地取得事業特別会計予算」は、原案のとお

り可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第３号 平成22年度久慈市国民健康保険

特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第３号「平成

22年度久慈市国民健康保険特別会計予算」を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。本案は第１条歳入歳出予算につ

いては勘定ごと歳入歳出別に、他の各条については条

ごとに説明を受け審査したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、事業勘定、歳入、説明を求め

ます。野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  第１条事業勘定の歳

入歳出予算について、事項別明細書によりご説明を申

し上げます。 

 140ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款１項国民健康保険税１目一般被保険者

国民健康保険税でありますが、１節医療給付費分現年

課税分は、算出税額から課税限度超過額、低所得者軽

減額及び資格得喪増減額を控除した後の調定見込み額

を計７億2,286万3,000円とし、収納率93％を見込み６

億7,226万2,000円を計上。２節後期高齢者支援金分現

年課税分は１億3,990万8,000円を計上。３節介護納付

金分現年課税分は6,795万円を計上。４節医療給付費

分滞納繰越分は、繰越見込額を３億4,291万4,000円と

し、収納率13％を見込み4,457万8,000円を計上。５節

後期高齢者支援金分滞納繰越分は353万2,000円を計上。

６節介護納付金分滞納繰越分は397万6,000円を計上。 

 以上、１目一般被保険者国民健康保険税は、合わせ

て９億3,220万6,000円を計上。前年度と比較し、１億

4,750万1,000円、13.7％の減となっております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、一般被保険

者に準じて算定したところであり、１節医療給付費分

現年課税分は調定見込み額を1,742万4,000円とし、収

納率98％を見込み1,707万5,000円を計上。２節後期高

齢者支援金分現年課税分は355万6,000円を計上。３節

介護納付金分現年課税分は353万6,000円を計上。４節

医療給付費分滞納繰越分は収納率20％を見込み91万

3,000円を計上。５節後期高齢者支援金分滞納繰越分

は１万8,000円を計上。６節介護納付金分滞納繰越分

は８万2,000円を計上いたしました。 

 以上、２目退職被保険者等国民健康保険税は、合わ

せて2,518万円を計上。前年度と比較し、367万9,000

円、12.7％の減となっております。 

 この項は、国民健康保険税は、合わせて９億5,738

万6,000円を計上いたしました。前年度と比較し、１

億5,118万円、13.6％の減となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料１項手数料１目督促手

数料87万5,000円を計上いたしました。 

 142ページをお開き願います。３款国庫支出金１項

国庫負担金でありますが、１目療養給付費等負担金は、

療養給付費負担金、後期高齢者医療支援金負担金、老

人保健医療費拠出金負担金及び介護納付金負担金、合

わせて９億5,174万7,000円を計上いたしました。 
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 ２目高額医療費共同事業負担金は2,170万5,000円を

計上。３目特定健康診査等負担金421万6,000円を計上。

この項は合わせて、９億7,766万8,000円を計上いたし

ました。前年度と比較し、2,483万7,000円、2.6％の

増となっております。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目財政調整交付金

は、普通調整交付金、特別調整交付金、合わせて４億

4,340万4,000円を計上。２目介護従事者処遇改善臨時

特例交付金219万8,000円を計上。３目出産育児一時金

補助金162万円を計上。この項は合わせて４億4,722万

2,000円を計上いたしました。前年度と比較し、１億

4,777万1,000円、49.3％の増となっております。 

 次に、４款県支出金１項県負担金でありますが、１

目高額医療費共同事業負担金は2,170万5,000円を計上。

２目特定健康診査等負担金は国庫負担金と同額の421

万6,000円を計上。この項は合わせて2,592万1,000円

を計上いたしました。前年度と比較し、609万1,000円、

30.7％の増となっております。 

 ２項県補助金でありますが、１目財政調整交付金に

１億7,482万6,000円を計上。 

 ５款１項１目療養給付費等交付金でありますが、退

職被保険者等の医療費に対する交付金であり、4,873

万9,000円を計上いたしました。前年度と比較し、

9,361万4,000円、65.8％の減となっております。これ

は65歳以上の者について退職者医療制度が廃止された

ことによるものであります。 

 144ページになります。 

 ６款１項１目前期高齢者交付金でありますが、６億

9,864万9,000円を計上いたしました。前年度と比較し、

850万3,000円、1.2％の増となっております。 

 ７款１項共同事業交付金でありますが、１目高額医

療費共同事業交付金は7,397万6,000円を計上。２目保

険財政共同安定化事業交付金は５億3,872万6,000円を

計上。この項は合わせて６億1,270万2,000円を計上い

たしました。前年度と比較し、8,780万円、16.7％の

増となっております。 

 次に、８款財産収入、１項財産運用収入であります

が、１目利子及び配当金は、高額療養資金貸付基金利

子及び国保財政調整基金利子合わせて2,000円を計上。 

 次に、９款繰入金、１項１目一般会計繰入金であり

ますが、保険税低所得者軽減額の補てん等として保険

基盤安定繰入金１億7,986万1,000円、その他一般会計

繰入金2,160万円、合わせて２億146万1,000円を計上

いたしました。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金でありま

すが、1,000円を計上いたしました。 

 10款１項１目繰越金は、前年度繰越金1,000円を計

上。 

 11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料でありま

すが、一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険税

延滞金、合わせて100万5,000円を計上いたしました。 

 ２項雑入でありますが、146ページをお開き願いま

す。第三者行為損害賠償金、不当利得等返納金及び雑

入、合わせて２億5,441万5,000円を計上いたしました。

この項中、５目雑入に、財源調整として２億3,878万

9,000円を計上いたしております。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。国保税の

限度額、国保税と後期高齢者支援分を合わせての限度

額が変更あるかないか。あるとすれば、どういうこと

になりますか。１点お聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  久慈税務課長。 

○税務課長（久慈正俊君）  現在、私どものところに

届いておりますのは、予定ということで国会のほうで

審議されているということで聞いております。もし、

それが法が通りまして、実際にアップになった場合、

増額になった場合には、総額として500万程度の影響

が出るものと試算しているところでございます。 

 以上でございます。 

    〔発言する者あり〕 

○税務課長（久慈正俊君）  失礼いたしました。課税

額、医療分でございますが、47万円のものが50万円、

３万円のアップ。それから後期高齢につきましては、

12万円のものが13万ということで、１万円アップとい

うことで、現在検討されているという状況でございま

す。 

○副委員長（城内仲悦君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  何点かご質問させていただきたいん

ですが、まず１点目は保険税世帯数と滞納世帯数、滞

納率の状況ですね。お伺いしたいと思います。 

 ２点目は、141ページにかかわってなんですが、医

療給付費の滞納分の減になっているというふうに私は
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見るんですが、その内容についてお伺いしたいと思い

ます。 

 それから３点目は、この歳入の中に年金担保融資制

度にかかわる歳入、何件で金額的にどれぐらいあるの

か。お伺いしたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  砂子収納対策課長。 

○収納対策課長（砂子吉勝君）  ただいま委員のご質

問、滞納率という言葉でございましたが、私どもは収

納率とか徴収率と言っておりますが、同じことという

ことでよろしいですか。 

 じゃあ、この予算書では、一般と退職と分かれて、

さらに医療給付と後期高齢、介護と６目、６節に分か

れておりまして、なかなか一概に言いづらくて、最初

から言っていきますと後ろのほうだと前のほうを忘れ

るぐらい並んでんですけど、私どもはこれを一括して

大体国保の収納率は何ほどだということで申し上げて

おりますので、それでご理解を願いたいと思います。 

 昨年、現年度89.64ということで、90％を割る非常

に悪い数字が出ております。過年度も10.58というこ

とで、昨年はもう全く無残な数字で終わっておるわけ

です。ことし、それではどうなのかなといった場合に、

決算のときも申し上げましたが、不納欠損をたくさん

出しまして、約7,000万ほどですけれども、その分で

収納率は上がりました。昨年10.58だったのは、14と

かいう古い分については上がっております。もちろん

徴収した金額もふえております。昨年4,800万だった

ものが6,300万というふうに徴収の形が見えておりま

す。 

 ただ、こうした経済情勢の中で、じゃあ現年はどう

なのかといった場合に、昨年落としました89.64を下

回る状況でございまして、今から３月、４月、５月と

現年を徴収するわけですけれども、89.64が89.5ぐら

いで収束するのではないかなということでまことに情

けない数字を公表しなければいけないと思っておりま

す。 

 これにつきましては、おととしまでは91.67とか92

ぐらいいってたんですけれども、後期高齢者制度が始

まりまして、優良納税者をそちらのほうにとられたと

いうようなことで予測はしておりましたが、やってみ

たところ後期高齢者制度前と後では２％ほど下げたと

いうことが現実でございますので、一応報告を申し上

げます。 

 収納率向上には鋭意努めてまいりたい。特に、現年

につきましては、本当に現在の経済情勢が厳しくてな

かなか上げれませんが、先ほども言いましたように過

年度、古い分につきましては私どもの努力がとか、い

ろいろなこころみが成果があらわれて上がっておりま

す。この調子で何とかして現年も上向きたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（城内仲悦君）  畑中さん、今の答弁で十

分ですか。じゃ再度もう１回。畑中委員。 

○畑中勇吉委員  医療給付費の滞納分の減の内容がど

うなのかというのと、それからもう一つは、年金担保

融資制度による歳入の実績が何件あって、金額がどれ

ぐらい歳入になっているのかというのと、その際の融

資についての返済等が順調に行われておるのかどうか

お伺いしたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  砂子収納対策課長。 

○収納対策課長（砂子吉勝君）  どうも失礼いたしま

した。４節の医療給付費分の滞納繰越分の内容はどう

かというお尋ねにお答えしたいと思います。 

 これが昨年は10.4％ほどあったんですけど、ことし

先ほど言いましたように滞納繰越分がちょっと上がり

まして13％を今超す状態にございます。その中で昨年

が10.38で、ことし13％これでも新年度なかなかそこ

まで保証できませんので、手がたい数字ということで

13％を出した状態でございます。ご了解願います。 

○副委員長（城内仲悦君）  中務市民課長。 

○市民課長（中務秀雄君）  ちょっと質問の中身がち

ょっと理解できなかったといいますか、あれだったん

ですけども、いわゆる年金還元融資のことで、その融

資の中身というか、制度のことの中身がちょっと明ら

かではなかったんですが、いわゆる、一般に言われる

年金から還元融資ということについて言えば、国保の

歳入については受けてないというか、歳入はございま

せん。 

○副委員長（城内仲悦君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  公的年金の受給権を担保に、厚生省

にかかわる支払いとかそういう分について、その部分

を年金のほうから融資を受けて歳入できるという制度

があるというふうに私は承っておるんですが、それで

昨年の実績は、医療費とか家賃とか冠婚葬祭など急ぎ

の生活資金ていうふうな大ざっぱなもんなんですが、

そういう中で融資の実績は2008年ベースで21万8,000
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件あって、計1,994億円の実績が全国であると、こう

いうふうな報道がなされておったんです。必ずしもそ

の医療費なり、そういう部分なり、健康保険にかかわ

る歳入等に行ったっていう確定的なこの数字ではない

んですけれども、そういうふうな部分に運用できる分

で問題があって、その制度の改正が今度行われたとい

うふうな形になってるんです。そういう中で、当市の

この健康保険税等なりの歳入に、この融資制度が適用

になるような分があったのかな、どうなのかというこ

とでちょっとお伺いしたいんですが。 

○副委員長（城内仲悦君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  今ご質問のございま

した年金担保融資制度でございますが、これは国民健

康保険税とか料に充てるということだけの目的ではな

いものかというふうに考えますが、現行の中の当市の

国民健康保険税に、その融資を担保し、融資を受けて

納入、納付している方はいないものと認識していると

ころです。 

○副委員長（城内仲悦君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  144ページ、前期高齢者交付金のこ

とについてですが、２月の新聞報道で国保の08年度の

前期高齢者交付金、過大交付33億円という報道があっ

て、久慈市の場合には3,000万円の概算でこれが減る

というようなことが報道されていたわけですが、どの

ような対応になるのか、今年度交付が減るというふう

な、報道では減るというような報道をされております

が、そのことについてお伺いします。 

○副委員長（城内仲悦君）  中務市民課長。 

○市民課長（中務秀雄君）  ただいまの前期高齢者交

付金の関係でございますが、新聞報道のとおり当市に

おいては20年度において3,000万ほど過大に交付され

たということでございまして、それが22年度の交付金

でもって精算されるということで、22年度交付される

交付金から差し引きなりなって交付になるということ

で、予算的には措置済みという内容でございます。22

年度予算において措置しておりますので影響はござい

ません。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  それでは、142ページの国庫支出金

のうちの国庫補助についてお伺いします。介護従事者

処遇改善臨時特例交付金というのがございますが、こ

れ言葉から受けるイメージだとすれば単年度的なもの

に感じられるんですけども、この臨時交付金の使途の

使わなきゃならない限定されてるものと思いますが、

その範囲とその処遇たら、どういう方々、従事者です

から従事する方に対する臨時の交付金だと、このよう

に想像するんですけれども、そこをわかりやすく説明

していただき、またこれはあくまでも臨時だから来年

度、再来年度は継続性は見込まれないという解釈でい

いのかどうか、その点も含めてご説明を願います。 

○副委員長（城内仲悦君）  中務市民課長。 

○市民課長（中務秀雄君）  ただいまの介護従事者処

遇改善臨時特例交付金の関係でございますが、名称か

ら言いますとそういうふうな受け取りなされるかとは

思いますが、実はこの国保会計に計上しておりますの

は、いわゆる介護報酬の改定がございまして、いわゆ

る介護報酬が上がると、処遇、従事者の処遇改善等を

主にしまして。その関係でいわゆる国保税の中に介護

納付金ということで被保険者の方々に、40歳から64歳

までの方については介護納付金という形で税負担して

いただいております。その関係で介護報酬が上がった

ことにより、国保税のほうにも影響すると、それを抑

えるために国のほうで臨時特例交付金を交付して、そ

の市町村国保の税負担に影響しないようにということ

で計上したものでございまして、年数については、そ

の期間交付されるということでございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、事業勘定、歳出、給与費明細書を含め説明を

求めます。野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、158ペー

ジをお開き願います。 

 まず、給与費明細書についてご説明を申し上げます。 

 特別職、その他の特別職でありますが、その内容は、

専門集金員及び国保運営協議会委員に係る報酬及び共

済費であり、職員数について前年度との増減はなく、

報酬2,000円の減、共済費5,000円の増となっておりま

す。 

 前に戻っていただきまして、148ページをお開き願

います。 

 ３歳出、１款総務費、１項総務管理費でありますが、

１目一般管理費は、臨時職員賃金及び共済費ほか６件、

合わせて2,210万4,000円を計上。２目連合会負担金は、

国保連負担金739万3,000円を計上。この項は合わせて
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2,949万7,000円を計上いたしました。 

 ２項徴税費でありますが、１目賦課徴収費は、専門

集金員報酬、賦課経費及び徴収経費合わせて1,882万

5,000円を計上。２目納税奨励費は、納税意識を普

及・啓発し、収納率の向上を図るため、市税納付促進

業務経費及び納税貯蓄組合連合会補助金合わせて702

万4,000円を計上。この項は合わせて2,584万9,000円

を計上いたしました。 

 ３項運営協議会費でありますが、国民健康保険事業

の運営に関する重要な事項を審議いただく国保運営協

議会委員報酬ほか３件、合わせて49万円を計上いたし

ました。 

 150ページをお開き願います。 

 ４項趣旨普及費は、広報用パンフレット製作費等56

万7,000円を計上。 

 次に、２款保険給付費でありますが、医療費、被保

険者数の推移等を勘案し調整したものであり、１項療

養諸費は、一般被保険者、退職被保険者等に係る療養

給付費及び療養費並びに診療報酬等審査支払い手数料、

合わせて25億4,118万9,000円を計上、前年度と比較し

9,593万2,000円、3.9％の増となっております。 

 ２項高額療養費でありますが、１目一般被保険者高

額療養費に３億700万6,000円を計上。２目退職被保険

者等高額療養費に792万2,000円を計上。３目一般被保

険者高額介護合算療養費100万円を計上。４目退職被

保険者等高額介護合算療養費30万円を計上いたしまし

た。この項は合わせて３億1,622万8,000円を計上、前

年度と比較し3,345万5,000円、11.8％の増となってお

ります。 

 ３項移送費でありますが、一般被保険者移送費10万

円を計上。152ページをお開き願います。退職被保険

者等移送費５万円を計上、合わせて前年度と同額の15

万円を計上いたしました。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、出産育

児一時金81人分、3,402万円を計上。２目支払い手数

料１万8,000円を計上。この項合わせて3,403万8,000

円を計上、前年度と比較し97万8,000円の増となって

おります。 

 ５項葬祭諸費は、葬祭費114件分、342万円を計上い

たしました。 

 次に、３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢

者支援金は、５億284万3,000円を計上。２目後期高齢

者関係事務費拠出金は７万8,000円を計上。この項合

わせて５億292万1,000円を計上いたしました。前年度

と比較し、１億1,482万円、18.6％の減となっており

ます。 

 次に、４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢

者納付金131万7,000円を計上。２目前期高齢者関係事

務費拠出金７万1,000円を計上。この項は合わせて138

万8,000円を計上いたしました。 

 154ページをお開き願います。 

 次に、５款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療

費拠出金300万円を計上。２目老人保健事務費拠出金

３万9,000円を計上。この項合わせて303万9,000円を

計上、前年度と比較し397万2,000円、56.7％の減とな

っております。 

 次に、６款１項１目介護納付金でありますが、社会

保険診療報酬支払基金で示す算定額により算出した額

２億6,755万9,000円を計上。前年度と比較し、1,292

万3,000円、5.1％の増となっております。 

 ７款１項共同事業拠出金でありますが、実績等を勘

案し、１目高額医療費拠出金は8,682万4,000円、２目

保険財政共同安定化事業拠出金は５億3,202万5,000円

を計上いたしました。３目その他共同事業拠出金

5,000円と合わせて、この項は６億1,885万4,000円を

計上、前年度と比較し8,784万8,000円、16.5％の増と

なっております。 

 ８款１項保健事業費でありますが、１目特定健康診

査等事業費は、特定健康診査事業経費ほか１件、合わ

せて2,432万4,000円を計上いたしました。２目保健普

及費は、医療費通知作成事務経費ほか１件、合わせて

433万8,000円を計上いたしました。 

 156ページをお開き願います。 

 ３目健康管理費は、人間ドック利用料補助金897万

9,000円を計上いたしました。 

 次に、９款１項基金積立金でありますが、財政調整

基金積立金1,000円を計上。 

 10款１項公債費は、一時借入金利子として６万

6,000円を計上。 

 次に、11款諸支出金、１項償還金及び還付金は、保

険税の還付金等で610万1,000円を計上。 

 ２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金は、国庫

補助金の財政調整交付金のうち、へき地診療所運営費

等に係る687万5,000円を計上いたしました。前年度と
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比較し17万5,000円の減となっております。 

 12款予備費は、500万円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。短期保険

証の無条件交付のかかわりですが、これまでですと中

学生以下が対象となっておったと思うのですが、今度

高校生世代以下の世帯もその対象になると。そして３

カ月、６カ月、いわゆる期間もこれまでは裁量に任せ

られておったようですけれども、６カ月以上になると

いう内容の改定がなされたというふうに聞いているわ

けですが、その内容と、その結果、６カ月以上の短期

保険証の交付がそういう形で既に交付されてるのかど

うかと、現時点における短期保険証の交付、６カ月以

上、３カ月以上の内訳についてお聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  中務市民課長。 

○市民課長（中務秀雄君）  それでは、ただいまの件

についてお答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、今後高校生までいわゆる無条

件の資格証ではなくて短期保険証を交付するというこ

とで今進めておるようでございます。今はそういう段

階でございまして、今現在実施されているものではご

ざいません。今後国のほうから詳細な取り扱いなりの

通知が来るものと思っております。 

 それと、現在の短期証の交付の件でございますが、

763世帯に交付してございまして、３カ月につきまし

ては243、６カ月が520という状況でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳入、説明を求めます。

野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  直営診療施設勘定の

歳入歳出予算について、事項別明細書によりご説明を

申し上げます。 

 164ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款診療収入、１項入院収入でありますが、

実績見込みを勘案し、３目後期高齢者診療報酬収入

585万円、５目一部負担金収入74万6,000円、６目標準

負担金収入、いわゆる入院時食事療養費等199万5,000

円など、合わせて875万1,000円を計上いたしました。

前年度と比較し41万円、4.9％の増となっております。 

 ２項外来収入でありますが、実績見込みから、１目

国民健康保険診療報酬収入2,394万円、３目後期高齢

者診療報酬収入6,006万円、５目一部負担金収入1,607

万5,000円など、合わせて１億1,238万7,000円を計上

いたしました。前年度と比較し、245万7,000円、

2.1％の減となっております。 

 ３項その他の診療収入は、老人訪問健康診断料ほか

２件、合わせて1,036万3,000円となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項使用料でありま

すが、特別室使用料ほか１件、合わせて24万円を計上

いたしました。 

 ２項手数料でありますが、診断書作成料として50万

円を計上いたしました。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入は、財政調整基金

利子1,000円を計上。 

 166ページをお開き願います。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金は8,000万円を計

上。２項基金繰入金は、財政調整基金繰入金1,000円

を計上。３項事業勘定繰入金は687万5,000円を計上い

たしました。 

 次に、５款諸収入、１項１目雑入でありますが、電

話料等50万円及び財源調整として4,522万6,000円、合

わせて4,572万6,000円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 直営診療施設勘定、歳出、給与費明細書を含め説明

を求めます。野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、172ペー

ジをお開き願います。 

 まず、給与費明細書についてご説明を申し上げます。 

 初めに、１特別職でありますが、比較の欄でその増

減についてご説明を申し上げます。その他の特別職、

これは嘱託医師に係る報酬等でありますが、職員数は

１名の減、給与費は600万円の減、共済費についての

増減はありません。 

 次に、一般職でありますが、一般会計の例により計

上しているところでございます。 

 それでは、173ページの２一般職（１）の総括をご

らん願います。比較の欄で増減についてご説明を申し

上げます。職員数についての増減はなく、給与費につ

いては181万6,000円の減で、その内訳は給料１万
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3,000円の減、職員手当180万3,000円の減となってお

ります。共済費は180万7,000円の増となっており、全

体では9,000円の減となっております。職員手当の内

訳及び前年度との比較につきましては、その下の一覧

表のとおりとなっておりますのでごらん願います。 

 174ページになります。（２）給料及び職員手当の

増減額の明細でありますが、それぞれ増減事由別の内

訳について示しておりますのでごらんいただきたいと

思います。 

 175ページから178ページにつきましては、（３）給

料及び職員手当の状況でございます。職員の給与水準

などをあらわしたものでありまして、職員１人当たり

の給与のほか、初任給、特別職員数等につきまして、

それぞれの表に示してありますのでごらん願います。 

 それでは、前に戻っていただきまして、168ページ

をお開き願います。 

 ３歳出、１款総務費、１項施設管理費、１目一般管

理費は、代診派遣医師報酬ほか５件、合わせて１億

5,735万1,000円を計上。２目連合会負担金は、国保連

負担金４万7,000円を計上。この項は合わせて１億

5,739万8,000円を計上いたしました。前年度と比較し

64万7,000円、0.4％の増となっております。 

 ２項１目研究研修費でありますが、研究研修費ほか

５件、合わせて39万円を計上いたしました。 

 次に、２款１項医業費でありますが、１目医療用機

械器具費は152万5,000円を計上。２目医療用消耗機材

費は、検査用試薬品代等570万円を計上。３目医薬品

衛生材料費は8,580万円を計上。４目寝具費は95万

6,000円を計上いたしました。 

 170ページになります。この項合わせて9,398万

1,000円を計上いたしました。前年度と比較し1,360万

9,000円、12.6％の減となっております。 

 ２項給食費でありますが、給食用器具費及び給食用

賄い材料費、合わせて239万1,000円を計上いたしまし

た。 

 次に、３款１項１目施設整備費は、施設修繕料等と

して66万円を計上。 

 ４款１項基金積立金は、財政調整基金積立金1,000

円を計上。 

 次に、５款１項公債費は、診療所整備事業債に係る

地方債元金及び利子償還金、合わせて902万3,000円を

計上。 

 ６款１項１目予備費に100万円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせをいただきます。 

 過般の一般質問でも出されました看護師の体制の問

題であります。４人で宿直体制を組んで現在運用して

いるという話を聞いて、大変びっくりしたわけであり

ます。それで、これはほうっておけない、緊急かつ速

やかに措置しなければならない問題だなという問題意

識を持ったわけでありますが、現在それを解消、その

体制の確保に向けてどのような努力をされてるのかま

ずお聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  外里山形診療所事務長。 

○山形診療所事務長（外里壽君）  看護師６人のうち、

ご存じのとおり２人が入院、そして通院加療中であり

まして、その通院加療中の看護師が先週より現場に復

帰し、かつては４人で宿直をしておりましたけれども、

現在は５人で回しております。あとの１人分を確保す

るために公共職業安定所のほうに看護師の募集をし、

速やかに今の看護師に負担がかかってるのを解消した

いと、そういうふうに努力しております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  前回時よりは一定の改善がなされ

ているというのはわかったんですが、そのあと１人分

ですが、そのあと１人分については、募集しているの

は正職員ですか、臨時職員での募集ですか。それが第

１点。 

 それから、この宿直体制です。これは臨時職員でも

宿直はすることができますか。お聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  外里山形診療所事務長。 

○山形診療所事務長（外里壽君）  今宿直は５人体制

でやっておりまして、そのほかに臨時職員２人を採用

し、診療に当たっております。宿直に当たっては患者

のことを考えて、また所長と相談の上、正職員の看護

師で対応しているところであります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  もう１点。 

○山形診療所事務長（外里壽君）  採用については、

公共職業安定所のほうには臨時職員で募集をしており

ます。 
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 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると今宿直体制の厳しい状

況を解消するためにハローワークに募集をかけてるん

だと、１名。ただしそれは臨時職員での募集だと。そ

の宿直を、そもそも臨時職員が対応できますか。再度

お聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  現在の体制の中では

臨時職員の方には宿直はしていただいてないところで

ありますが、何ていいますか、看護師としての資格が

あれば宿直を臨時の方であってもさせれないものでは

ないものと認識しております。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  宿直の問題です。臨時職員で本当

にやらせることができますか。間違いありませんか。

それが第１点。 

 それでは、この宿直をしていただいているわけです。

法制上は宿直は週１回とか月に何回とかていうのは定

めがあると思うのですが、どのようになっていますか。 

○副委員長（城内仲悦君）  外里山形診療所事務長。 

○山形診療所事務長（外里壽君）  宿直は労基法上は

その職場の人的配置等も考慮に入れながら、総合的に

配置することが望ましいというふうになってますけど、

労基法上は日直は月１回、それから宿直は週１回以内

が望ましいというふうに規定になってると思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  もう１点の答弁は。宿直

ができるかどうか、どなたが答弁しますか。野田口市

民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  先ほどお答え申し上

げましたのは、看護師の資格があれば宿直もしていた

だくことができると、認識しているということを申し

上げたわけですが、今再度のご質問の中で根拠といい

ますか、確たるものはということでございますが、そ

れにつきましては、急ぎ調べてご回答を申し上げたい

というふうに思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  大変な状況ていうのはわかるんで

すが、先ほど答弁でも臨時職員２名で対応してると、

カバーしてるということでした。臨時職員の２名の、

それでは勤務実態、勤務状況はどういう勤務内容にな

ってますか、臨時職員の。それぞれお聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  外里山形診療所事務長。 

○山形診療所事務長（外里壽君）  ２人の臨時職員を

雇用しておりますが、そのうちの１人は正職員と全く

同じ８時半から５時半までの勤務となっております。

それから、もう１人の臨時職員につきましては、土日

の勤務をお願いしているところであります。土日の勤

務は８時半から５時半までの勤務となってます。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今答弁いただいたように、臨時職

員の２名て言いましたけども、１名の方は確かに土日

の２日間です。そこで、それもありますけども、宿直

の体制です。答弁いただいたように、週１回だという

ことになりますと、１カ月、６人のサイクルでもどっ

かで無理が出てくるんです、労基法の関係で言えば。

そこでやっぱり今少なくとも、この臨時職員での募集

ということを言いましたけども、臨時職員の方は宿直

は無理なわけですから、正職員で募集をしていただい

て、そして当直、宿直体制にも組み入れられるような

体制を可及的速やかにとる必要があるのではないでし

ょうか。いかがですか。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  看護師の資格を正職、途中

で募集ていうふうな質問でありますけれども、いずれ

この今の現体制での宿直体制については確かに問題意

識は持ってるところであります。それで、これまでも

いろいろと努力はしてきたわけでありますけれども、

なかなか看護師の資格のある方を探せないというのも

現実には現実であります。 

 今、臨時の募集もしてはおりますけれども、宿直の

問題等もあるわけでありますので、いずれいわゆる市

職員として、現在の看護師の資格を持った方々もいら

っしゃいますので、その辺の部分についてもいろいろ

流動体制というか、そういうふうなことでの検討もし

なければならないというふうには思っているところで

あります。 

 さきの一般質問でも答弁申し上げておりますけれど

も、正職員の募集については、来年度２名の方々が定

年というふうなことになりますので、その時点では正

職員の公募というふうなことになろうかと思いますの

で、ご了承願いたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  副市長に答弁いただきました。そ

こで、今答弁にもあったように、１年後ですか、１年

後には退職される方もあるということです。そこでど

うですか、今現在、幸いに病気が治って先ごろから勤

務されてる人も出てきたということも聞きましたけど

も、現在療養中の方もおられると。そうすると、退院

したからといってすぐに宿直体制に組み入れられるか

どうかというのも、なかなかにわかには無理な面もあ

ろうかと思うんです。そういった点もろもろ考えて、

先ほど副市長が答弁で言われた、その２名の退職の補

充は正職員で対応するということを過般の答弁でも言

われてますよね。それを何とか前倒しといいますか、

幾らかでも前倒しの方向で現在の局面を緩和する、打

開する、そういう検討もぜひしていく必要があるので

はないかというふうに思うんですが、重ねてお伺いし

ます。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  先ほども答弁申し上げてお

りますが、いずれその部分については、いわゆる今現

在いる正職の看護師の資格を持った方々がいらっしゃ

いますので、その中で流動体制をいずれ今年度はとっ

てまいりたいということでありますので、これはご了

解していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  先ほどのいわゆる臨

時の看護師に宿直ができるかということについてお答

えを申し上げます。 

 労基法上は臨時、正職の区別はないことから、臨時

の看護師であっても、資格の問題ございますが、であ

っても宿直をさせることは可能であるという労働基準

監督署の見解でございます。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  臨時職員の募集をしているという

ことですが、やっぱりなかなか大変なんです。しかも

宿直が入るということになると、なかなか応募してい

ただく方にも、なかなか見つけるのもそれ大変だと思

うんです。 

 そこで、正職員ということであればやっぱりその可

能性がまた開けてくるのではないかというふうに思う

のですが、お尋ねします。 

○副委員長（城内仲悦君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  先ほどから、副市長

のほうから、またそして一般質問におきまして市長の

ほうから答弁申し上げましたように、いわゆる山形診

療所における看護師の数は他の同様の施設等に比べて

特段不足の状態にあるとは認識しているものではござ

いませんということが前提でございます。ただ、今１

名療養中、先ほど事務長のほうから申し上げましたよ

うに、復帰できる状況にございます。それから、あと

１名が入院をしているということから、その宿直の

ローテーションが厳しい状況にあるということでござ

いまして、昨年１名がいわゆる療養をしている時点に

おいて正職員の勤務を緩和するということから、土日

の宿直の臨時を募集したというところでございますし、

今般も日勤の看護師を採用し、２人を雇っているとこ

ろでございます。 

 小野寺委員ご指摘のいわゆるそのローテーションが

きついという部分については、先ほど副市長のほうか

らも申し上げておりますように、他分野、他方面から

検討し、職員の健康管理を優先して進めてまいりたい

というふうに考えておりますのでご理解をお願いしま

す。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条一時借入金、説明を求めます。野田口

市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  131ページをお開き

願います。 

 第２条の一時借入金でありますが、地方自治法第

235条の３第２項の規定による一時借入金の借入額の

最高額を、事業勘定について6,000万円と定めようと

するものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条歳出予算の流用、説明を求めます。野

田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  第３条の歳出予算の

流用でありますが、地方自治法第220条第２項ただし

書きの規定により、事業勘定の保険給付費の各項に計

上された予算額に過不足が生じた場合に、同一款内で
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これらの経費の各項の間の流用ができるように定めよ

うとするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決をいたします。議案第３号「平成22

年度久慈市国民健康保険特別会計予算」は原案のとお

り可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第４号 平成22年度久慈市老人保健特別

会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第４号「平成

22年度久慈市老人保健特別会計予算」を議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査したいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。野田

口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  議案第４号につきま

して、平成20年４月から後期高齢者医療制度が施行さ

れたことに伴い、支払い区分による平成21年度予算同

様、精算分の予算について計上するものであります。 

 それでは、事項別明細書によりご説明を申し上げま

す。 

 188ページをごらん願います。 

 ２歳入でありますが、１款１項支払い基金交付金、

１目医療費交付金は、説明欄のとおり、医療費に係る

補助対象額及び一定以上所得者の医療費に係る公費対

象外に、それぞれの負担率を乗じて算出した額の合計

額150万円を計上いたしました。２目審査支払い手数

料交付金は、3,000円を計上、この項は合わせて150万

3,000円を計上いたしました。 

 次に、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目医療

費負担金は、補助対象額に負担率を乗じて算出した額、

80万円を計上いたしました。 

 次に、３款県支出金、１項県負担金、１目医療費負

担金は、補助対象額に負担率を乗じて算出した額、20

万円を計上いたしました。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、市の負担

分、20万円を計上いたしました。 

 ５款１項１目繰越金は、前年度繰越金1,000円を計

上。 

 ６款諸収入、１項雑入、１目第三者納付金は、第三

者行為損害賠償金1,000円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、190ペー

ジをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項医療諸費は、医療給

付費、医療費支給費ほか合わせて270万4,000円を計上

いたしました。 

 次に、２款諸支出金、１項償還金は、精算返還金

1,000円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第４号「平成22年

度久慈市老人保健特別会計予算」は原案のとおり可決

すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第５号 平成22年度久慈市後期高齢者医

療特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第５号「平成

22年度久慈市後期高齢者医療特別会計予算」を議題と

いたします。 
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 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査したいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。野田

口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、事項別明

細書によりご説明を申し上げます。 

 200ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款１項後期高齢者医療保険

料、１目特別徴収保険料は、法第107条の規定により、

老齢等年金給付から徴収するものでありまして、１億

1,840万9,000円を計上いたしました。これは、保険料

算定額から低所得者軽減額及び被扶養者分軽減額を控

除した後の保険料見込み額に対し、岩手県後期高齢者

医療広域連合で示しました割合、70％を特別徴収分と

して見込んだものであります。前年度と比較し、224

万8,000円、1.9％の増となっております。 

 ２目普通徴収保険料は、現年度分につきましては、

保険料見込み額の30％、5,074万7,000円を調定見込み

額とし、連合で示しました収納率97.43％を見込み、

4,944万2,000円を計上。滞納繰越分は繰越見込み額を

294万1,000円とし、収納率50％を見込み、147万円を

計上。合わせて5,091万2,000円を計上いたしました。

この項、後期高齢者医療保険料は合わせて１億6,932

万1,000円を計上いたしました。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目証

明手数料は、納付証明手数料１万円を計上。２目督促

手数料は、11万1,000円を計上いたしました。 

 ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、事務費繰

入金750万6,000円及び保険料の低所得者軽減額の補て

ん等として、保険基盤安定繰入金5,985万8,000円、合

わせて6,736万4,000円を計上いたしました。前年度と

比較し3,026万5,000円、31.0％の減となっております。 

 ４款１項１目繰越金は、前年度繰越金1,000円を計

上。 

 ５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延

滞金は、保険料延滞金５万円を計上。 

 ２項償還金及び還付金、１目保険料還付金は、100

万円を計上いたしました。 

 ３項１目雑入は、1,000円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、202ペー

ジをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費は、一般管理事務経費ほか１件、合わ

せて676万5,000円を計上。前年度と比較して56万

2,000円、7.7％の減となっております。 

 ２項１目徴収費は、保険料の徴収経費86万4,000円

を計上いたしました。 

 次に、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金

は、保険料及び低所得者軽減額の補てん等としての保

険基盤安定負担金、合わせて２億2,922万9,000円を計

上いたしました。前年度と比較して2,304万4,000円、

9.1％の減となっております。 

 次に、３款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目

保険料還付金は、100万円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。この制度

にある終末期相談支援料、これについては廃止の方向

というふうに聞いていますけれども、75歳以上の方が

90日以上入院されると入院料が激減するという特定入

院基本料ですか、この制度はそのまま存続となります

か、どうなりますか。 

○副委員長（城内仲悦君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  後期高齢者終末期相

談支援料等についてのご質問でございます。 

 このことにつきましては、平成20年、昨年度です。

平成20年６月に国のほうから凍結について、その平成

20年の７月１日から凍結をするという通知を受けてい

るところでございまして、その後凍結が解除されたと

いう情報等は得ていないところであります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  中務市民課長。 

○市民課長（中務秀雄君）  現時点におきましては、

いわゆる高齢者医療制度改革会議の中で検討している

のは、後期高齢者終末期相談支援料については、今部
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長が答弁したとおりでございますし、後期高齢者診療

料についても検証を実施すると。それ以外の項目につ

いては、いわゆる75歳以上という年齢に着目した報酬

体系については廃止するという方向は出されておるよ

うでございますが、個々具体の取り扱いの詳細につい

てはまだちょっと入ってない状況でございますので、

ご了承願いたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第５号「平成22年

度久慈市後期高齢者医療特別会計予算」は原案のとお

り可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第６号 平成22年度久慈市介護サービス

事業特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第６号「平成

22年度久慈市介護サービス事業特別会計予算」を議題

といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査したいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。菅原

健康福祉部長。 

○健康福祉部長（菅原慶一君）  それでは、議案第６

号につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上

げます。 

 212ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款サービス収入、１項介護給付費収入で

ありますが、１目居宅介護サービス費収入は4,560万

円を計上、前年度予算比14.2％の減でありますが、訪

問介護収入のほか、３件のサービス費収入について、

平成21年度の事業見込みを勘案し計上したものであり

ます。 

 ２目居宅介護サービス計画費収入は2,344万4,000円

を計上、前年度予算比1.6％の減となっておりますが、

ケアプラン作成の実績見込みにより計上したものであ

ります。この項は合わせて6,904万4,000円を計上いた

しました。 

 ２項自己負担金収入、１目自己負担金収入は417万

6,000円を計上、前年度予算比で9.6％の減となってお

ります。 

 次に、２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般

会計繰入金でありますが、科目存置として1,000円を

計上いたしました。 

 次に、３款諸収入、１項雑入、１目雑入であります

が、訪問調査受託収入など2,232万7,000円を計上いた

しました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。

菅原健康福祉部長。 

○健康福祉部長（菅原慶一君）  216ページをお開き

願います。 

 初めに給与費明細書でありますが、特別職につきま

しては、その他の特別職の職員15名分、報酬、共済費

合わせて3,968万7,000円を計上。前年度と比較いたし

まして、人員で１名、金額で264万3,000円の減となっ

ております。 

 217ページになります。 

 次に、２一般職でありますが、職員２名分、給与費、

共済費合わせて1,886万6,000円を計上しております。 

 219ページ以降の給料及び職員手当の状況以下は、

一般会計に準じて調整しておりますので、説明は省略

させていただきます。 

 前にお戻りいただきまして、214ページをお開き願

います。 

 ３歳出、１款総務費、１項施設管理費でありますが、

１目一般管理費に3,152万1,000円を計上いたしました。

前年度と比較しまして63万5,000円、2.0％の減となっ

ております。 

 ２款サービス事業費、１項居宅サービス事業費であ

りますが、１目居宅介護サービス事業費に4,915万

3,000円を計上、前年度と比較して514万円、9.5％の

減であります。 

 ２項居宅介護支援事業費でありますが、１目居宅介
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護支援事業費に1,487万4,000円を計上。前年度と比較

して314万3,000円、17.4％の減でありますが、居宅介

護支援専門員報酬の減などによるものであります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第６号「平成22年

度久慈市介護サービス事業特別会計予算」は原案のと

おり可決すべきものと決することにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第７号 平成22年度久慈市魚市場事業特

別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第７号「平成

22年度久慈市魚市場事業特別会計予算」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。亀田

農林水産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  議案第７号について、

事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

 230ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款使用料及び手数料、１項１目使用料は、

市営魚市場使用料として1,047万円を計上いたしまし

た。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子は、魚

市場建設基金利子として３万3,000円を計上いたしま

した。 

 ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金は1,600万

8,000円を計上。これは、市場事業債の元利償還金に

向けての一般会計からの繰入金であります。 

 ２項基金繰入金、１目魚市場建設基金繰入金は

1,000円を計上いたしました。 

 ４款１項１目繰越金でありますが、前年度繰越金の

科目存置のため1,000円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。

亀田農林水産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  歳出でありますが、

234ページをお開き願います。 

 給与費明細書でありますが、１特別職について、魚

市場運営委員会委員報酬として８名分、４万8,000円

を計上いたしました。 

 次に、２一般職でありますが、職員１名分の給与費、

共済費合わせて466万3,000円を計上いたしました。 

 その他の明細につきましては、一般会計に準じてお

りますので省略させていただきます。 

 前のページに戻りまして、232ページをお開き願い

ます。 

 ３歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費でありますが、市場運営管理費ほか３件、800万

9,000円を計上いたしました。 

 ２款１項公債費でありますが、１目元金は1,303万

2,000円を計上、２目利子は547万2,000円を計上、公

債費は、合わせて1,850万4,000円を計上いたしました。

予備費でありますが、廃款といたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第７号「平成22年

度久慈市魚市場事業特別会計予算」は原案のとおり可

決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第８号 平成22年度久慈市漁業集落排水
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事業特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第８号「平成

22年度久慈市漁業集落排水事業特別会計予算」を議題

といたします。 

 お諮りいたします。本案は、第１条歳入歳出予算に

ついては、歳入歳出別に説明を受け、審査したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。亀田

農林水産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  議案第８号について、

事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

 それでは、250ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目

漁業集落排水分担金は251万1,000円を計上いたしまし

た。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目漁業集落

排水使用料は1,785万9,000円を計上いたしました。 

 ３款県支出金、１項県補助金、１目農林水産業費補

助金は１億3,500万円を計上いたしました。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は9,563万

1,000円を計上いたしました。 

 ５款諸収入、１項１目雑入は、消費税及び地方消費

税還付金等として2,162万2,000円を計上いたしました。 

 ６款１項市債、１目下水道事業債は１億4,990万円

を計上いたしました。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。

亀田農林水産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  それでは、256ペー

ジをお開き願います。 

 給与費明細書でありますが、一般職の職員２名分の

給与費、共済費合わせて1,251万8,000円を計上いたし

ました。その他の明細につきましては、一般会計に準

じておりますので省略させていただきます。 

 前に戻りまして、252ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ３歳出、１款１項漁業集落排水管理費でありますが、

１目総務管理費は、使用料納入報償金ほか３件、合わ

せて218万7,000円を計上いたしました。 

 ２目施設管理費は、排水施設維持管理費として

2,643万円を計上し、漁業集落排水管理費は、合わせ

て2,861万7,000円を計上いたしました。 

 ２款漁業集落排水事業費、１項１目漁業集落排水整

備費でありますが、職員給与費ほか、小袖、桑畑地区

の汚水管渠整備等として３億827万5,000円を計上いた

しました。 

 254ページをお開き願います。 

 ３款１項公債費でありますが、１目元金は5,248万

2,000円を計上、２目利子は3,314万9,000円を計上、

公債費は合わせて8,563万1,000円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。亀田

農林水産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  244ページをお開き

願います。 

 第２条債務負担行為でありますが、水洗便所改造資

金利子補給について、期間、限度額を第２表のとおり

定めようとするものであります。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債、説明を求めます。亀田農林水

産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  245ページをごらん

いただきたいと思います。 

 第３条地方債でありますが、漁業集落排水事業につ

いて、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第

３表のとおり定めようとするものであります。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第８号「平成22年
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度久慈市漁業集落排水事業特別会計予算」は原案のと

おり可決すべきものと決することにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第９号 平成22年度久慈市公共下水道事

業特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第９号「平成

22年度久慈市公共下水道事業特別会計予算」を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。第１条歳入歳出予算については、

歳入歳出別に説明を受け、審査したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。晴山

建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  議案第９号について、事項

別明細書によりご説明を申し上げます。 

 274ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款分担金及び負担金、１項

負担金、１目下水道事業受益者負担金は4,630万5,000

円を計上いたしました。前年度と比較し917万9,000円、

24.7％の増でありますが、これは県立久慈病院用地な

ど賦課面積の増によるものであります。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使

用料は、供用開始区域の拡大による有収水量の伸びを

勘案し１億147万4,000円を計上いたしました。前年度

と比較し241万7,000円、2.4％の増であります。 

 ２項手数料、１目下水道手数料は5,000円を計上い

たしました。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業

費補助金は２億6,400万円を計上いたしました。この

項は前年度と比較し2,350万円、8.2％の減であります

が、これは、国の予算案を勘案し、国庫補助事業費を

減額するものであります。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は５億1,267

万3,000円を計上いたしました。 

 ５款１項１目繰越金、次ページの６款諸収入、１項

延滞金、加算金及び過料、１目延滞金及び２目過料は、

科目存置としてそれぞれ1,000円を計上いたしました。 

 ２項１目雑入は、消費税及び地方消費税還付金ほか

１件、合わせて3,898万8,000円を計上いたしました。 

 ７款１項市債、１目下水道事業債は、歳出予算に計

上いたしました事業のうち適債事業について４億

4,040万円を計上、前年度と比較して4,490万円、

9.3％の減でありますが、これは主に国庫補助事業費

の減によるものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め、説明を求めます。

晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  282ページをお開き願いま

す。 

 給与費明細書でございますが、特別職は前年度と同

様、嘱託職員１名で、報酬及び共済費を合わせて391

万3,000円を計上いたしました。 

 次に、一般職については、職員数は前年度より１名

減の８名で、給与費、共済費合わせて5,986万9,000円

を計上。前年度と比較して459万円の減額となってお

ります。以下、一般会計に準じて調整してございます

ので説明は省略させていただきます。 

 前に戻りまして、278ページをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項下水道管理費、１目

総務管理費は、職員給与費ほか11件、合わせて2,165

万2,000円を計上いたしました。 

 ２目施設管理費は、嘱託職員報酬ほか３件、合わせ

て１億851万8,000円を計上し、この項は、合わせて１

億3,017万円を計上いたしました。前年度と比較して

1,282万5,000円、10.9％の増でありますが、主に下水

道施設維持管理費の増によるものであります。 

 278ページから281ページになります。 

 ２款下水道事業費、１項下水道整備費、１目管渠施

設費は、田高、新築町、幸町、旭町及び寺里地区の汚

水管渠整備工事と、門前雨水ポンプ場の老朽化に伴う

電気機械設備工事など６億3,895万5,000円を計上いた

しました。２目浄化センター施設費は、汚水管渠整備

拡大に伴う汚水流入量増加により、施設を増設するた



－96－ 

めに必要な実施設計委託に係る費用など4,205万円を

計上し、この項は、合わせて６億8,100万5,000円を計

上いたしました。前年度と比較し6,443万円、8.6％の

減となっております。 

 ３款１項公債費、１目元金は４億2,550万8,000円を

計上いたしました。２目利子は１億6,716万5,000円を

計上し、この項は、合わせて５億9,267万3,000円を計

上いたしました。前年度と比較し476万円、0.8％の増

となっております。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。晴山

建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  第２条債務負担行為であり

ますが、表によりご説明を申し上げます。 

 268ページになります。 

 公共下水道浸水対策事業及び水洗便所改造資金利子

補給について、期間、限度額を第２表のとおり定めよ

うとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債、説明を求めます。晴山建設部

長。 

○建設部長（晴山聰君）  第３条地方債でありますが、

表によりご説明を申し上げます。 

 269ページになります。 

 下水道整備事業について、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法について、第３表のとおり定めよう

とするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第４条一次借入金、説明を求めます。晴山建

設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  265ページになります。 

 第４条一時借入金でありますが、借り入れの最高額

を６億円に定めようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第９号「平成22年

度久慈市公共下水道事業特別会計予算」は原案のとお

り可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第10号 平成22年度久慈市水道事業会計

予算   

○副委員長（城内仲悦君）  議案第10号「平成22年度

久慈市水道事業会計予算」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は一括説明を受け審査いた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 説明を求めます。晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  議案第10号「平成22年

度久慈市水道事業会計予算」についてご説明を申し上

げます。 

 １ページをごらん願います。 

 第１条は総則であります。第２条業務の予定量は、

上水道事業、簡易水道事業及び営農飲雑用水給水受託

事業の給水戸数、年間総配水量、１日平均配水量につ

いては記載のとおりでありますのでご了承願います。 

 なお、主要な建設改良事業につきましては、後ほど

資本的支出のところで申し上げます。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。 

 ２ページの第３条収益的収入及び支出、３ページの

第４条資本的収入及び支出につきましても、後ほど予

算実施計画によりご説明を申し上げます。 

 なお、第４条括弧書きの資本的収入額が資本的支出

額に対する不足額１億1,297万5,000円は、過年度分損

益勘定留保資金等で補てんしようとするものでありま

す。 

 それでは、４ページをお開き願います。 
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 第５条企業債でありますが、荷軽部地区の簡易水道

施設整備事業について、この表のとおり限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法について定めようとする

ものであります。 

 次に、第６条一時借入金でありますが、借入限度額

を１億円に定めようとするものであります。 

 次に、第７条予定支出の各項の経費の金額の流用及

び第８条議会の議決を経なければ流用のできない経費

につきましては、記載のとおり定めようとするもので

あります。 

 次に、第９条他会計からの補助金でありますが、そ

の金額を１億2,190万2,000円に定めようとするもので

あります。これは、一般会計からの補助金であります。 

 ５ページをごらん願います。 

 第10条たな卸資産購入限度額は379万1,000円に定め

ようとするものであります。 

 次に、８ページ、９ページをお開き願います。 

 第３条に係る収益的収入及び支出について申し上げ

ます。 

 まず収入でありますが、１款上水道事業収益は６億

4,533万5,000円を計上いたしました。 

 その内訳でありますが、１項営業収益は、１目給水

収益に５億5,270万3,000円、２目受託工事収益に

5,015万5,000円、３目その他営業収益に加入金等783

万4,000円をそれぞれ計上いたしました。 

 ２項営業外収益は、１目受取利息及び配当金に192

万9,000円、２目他会計補助金に2,566万4,000円、３

目雑収益に下水道使用料等徴収事務受託収益704万

9,000円を計上いたしました。 

 ３項特別利益は、科目存置であります。 

 次に、２款簡易水道事業収益は6,148万4,000円を計

上いたしました。 

 その内訳でありますが、１項営業収益は、１目給水

収益に2,919万8,000円、２目受託工事収益に400万円、

３目その他営業収益に72万2,000円を計上いたしまし

た。 

 10ページ、11ページになります。 

 ２項営業外収益は、１目他会計補助金に2,756万

4,000円を計上いたしました。 

 ３款営農飲雑用水給水受託事業収益は2,917万4,000

円を計上いたしました。 

 その内訳でありますが、１項営業収益の１目給水収

益に2,489万6,000円、２目受託工事収益に400万円、

３目その他営業収益に27万8,000円を計上いたしまし

た。 

 次に、12、13ページになります。 

 支出でありますが、１款上水道事業費は６億2,921

万4,000円を計上いたしました。 

 その内訳でありますが、１項営業費用は、１目原水

及び浄水費に職員給与費、白山浄水場等の維持管理費、

合わせて7,432万3,000円を計上。２目配水及び給水費

に職員給与費、配給水施設維持管理費等9,966万3,000

円を計上いたしました。 

 次に、14、15ページになります。 

 ３目受託工事費に5,280万円を計上。４目総係費は、

水道事業審議会委員報酬、職員給与費、量水器検針委

託経費等合わせて6,980万4,000円を計上いたしました。 

 16、17ページをごらん願います。 

 ５目減価償却費は２億4,179万3,000円を計上。６目

資産減耗費は、科目存置であります。 

 ２項営業外費用は、１目支払利息に企業債利子償還

及び一時借入金の利息、合わせて7,835万円を計上。

２目消費税及び地方消費税に1,247万7,000円を計上い

たしました。３目雑支出は、科目存置であります。 

 ３項特別損失、１目過年度損益修正損につきまして

も科目存置であります。 

 次に、２款簡易水道事業費は、6,729万3,000円を計

上いたしました。 

 その内訳でありますが、１項営業費用は、１目原水

及び浄水費に2,413万8,000円、18、19ページに移りま

して、２目配水及び給水費に1,080万8,000円、３目受

託工事費に400万円、４目総係費に78万2,000円をそれ

ぞれ計上いたしました。その内容は、施設維持管理費

及び事務費等であります。 

 次、20ページ、21ページをお開き願います。 

 ２項営業外費用は、１目償還金に簡易水道事業債償

還金2,756万5,000円を計上いたしました。 

 次に、３款営農飲雑用水受託事業費は、１項営業費

用に2,833万4,000円を計上いたしました。１目受託管

理費は、職員給与費、施設維持管理費合わせて2,433

万4,000円を計上。 

 22、23ページに移りまして、２目受託工事費は、

400万円を計上いたしました。 

 ４款予備費は、500万円を計上いたしました。 
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 次に、24、25ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出であります。まず収入でありま

すが、１款資本的収入は４億2,167万4,000円を計上い

たしました。 

 その内訳でありますが、１項企業債は、簡易水道施

設整備事業債２億1,000万円、２項補助金は一般会計

補助金、国庫補助金、合わせて２億867万4,000円、３

項負担金は、一般会計負担金300万円をそれぞれ計上

いたしました。 

 26、27ページをお開き願います。 

 支出でありますが、１款資本的支出は５億3,464万

9,000円を計上いたしました。 

 その内訳でありますが、１項建設改良費の１目取水

及び浄水施設整備費に１億7,245万4,000円を計上、２

目配給水施設整備費には１億8,935万4,000円を計上い

たしました。この両施設整備費は荷軽部地区簡易水道

整備に係る事業費を計上したところであります。３目

営業設備費は、量水器購入経費等361万円を計上。２

項企業債償還金、１目企業債償還金は、元金償還金１

億6,923万1,000円を計上いたしました。 

 次に、28ページ、29ページをお開き願います。 

 給与費明細書について申し上げます。１総括であり

ますが、特別職の職員は、水道事業審議会委員10人で

あります。また、一般職の職員は13人であります。給

与費6,300万7,000円と法定福利費2,367万1,000円の合

計は8,667万8,000円であります。以下、29ページの２

給料及び職員手当の増減額の明細、３給料及び職員手

当の状況につきましては、一般会計に準じて調整しま

したので説明については省略させていただきます。 

 次に、33ページの資金計画及び34ページの予定貸借

対照表でありますが、本予算に基づいてそれぞれの数

値を調整したものであります。 

 35ページ、平成21年度予定損益計算書でありますが、

決算見込みに基づきまして数値を調整したものであり

ます。 

 以上で、説明を終わります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。 

 つまびらかに承知したいんですが、事故等に備えて、

その業者の方に当番体制といいますか、そういう体制

をとっておられるて聞いたんですが、聞けば当番、担

当になってる指定業者ですか、全体でなくてごく一部

の人たちで、何とかそれを拡大してくれという声を聞

いたんですが、それの現状と、その考え方についてお

聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘一志君）  ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 配水管の緊急漏水等に対しましては、管工事組合等

にお願いをいたしておりまして、その業者数でござい

ますが、ちょっと詳しい資料をちょっと持ち合わせて

ないんですが、20数社あるかと思ってるんですが、実

際に稼働している業者数さんですが、10社ぐらいと認

識しております。その10社ぐらいの業者さんから現在

のところ鋭意努力をしていただいているとこでござい

ます。 

 ただいま拡大してほしいという内容につきましては、

今後検討してまいりたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第10号「平成22年

度久慈市水道事業会計予算」は原案のとおり可決すべ

きものと決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（城内仲悦君）  以上で、特別委員会に付

託されました議案の審査は全部終了いたしました。 

 委員各位のご協力に対し、感謝を申し上げます。 

 これで予算特別委員会を閉会をいたします。ご苦労

さまでした。 

    午後４時04分   閉会   
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